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一
部
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改
正
す
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二

規
　
　
　
則

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
二
号

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
の
し
ゃ
れ
た
街
並
み
づ
く
り
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を

加
え
る
。

一　

保
全
又
は
活
用
す
べ
き
街
並
み
や
既
存
建
築
物
に
関
す
る
基
本
的
事
項

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
三
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
手
数
料
条
例
」
と
い

う
。
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
八
条
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項

を
加
え
る
。

５　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
十
五
条
の
四
に
お
い
て
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項

た
だ
し
書
又
は
第
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
添
え
る
図
書
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一　

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土

交
通
省
令
第
五
号
。
以
下
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合　

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
八
十
一
号
。
以
下
「
住
宅
品
確
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能

評
価
書
（
当
該
住
宅
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
二
条
第
一
項
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第
三
号
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
す
る

住
宅
と
同
等
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
設
計
住
宅
性

能
評
価
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
写
し

二　

建
築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合　

長
期
優
良

住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七
条
（
第
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
通
知
書
若
し
く
は
そ
の
写
し
又
は

住
宅
品
確
法
第
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
の
確
認
書
若
し
く
は

そ
の
写
し

６　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
に
つ
い
て
は
、
確
認
申
請
書
を
提
出
し
た
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

第
五
項
の
図
書
を
確
認
申
請
書
と
併
せ
て
提
出
で
き
な
い
場
合
又
は
提
出
が
困
難
と
見
込
ま
れ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
記
第
三
号
様
式
の
三
の
提
出
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
第
八
条
の
二
第
十
三
項
」
及
び
「
第
八
条
の
二
第
十
七
項
」
を
「
第
八

条
の
二
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
五
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
」
と
い

う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
行
為
を
行
う
」
を
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
イ
又
は
ロ
の
場
合
に
お
い
て
」
を
「
ニ
又
は
ホ
の
場
合
で
あ

つ
て
、
か
つ
」
に
改
め
、
「
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確
保
計
画
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
第
三
条
（
同
令
第
七
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
五
条
」
に
、
「
行
っ
た
」
を

「
行
つ
た
」
に
、
「
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二
」
を
「
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
九
」
に
改
め
、

同
号
ハ
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
一
の
項
」

を
「
手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
二
の
項
」
に
、
「
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
一
」
を
「
別
記
第
二
十

二
号
様
式
の
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
イ
中
「
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数

料
条
例
別
表
三
の
部
一
の
項
」
を
「
手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
二
の
項
」
に
、
「
建
築
物
省
エ
ネ
法
第

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
適
合
性
判
定
」
と
い
う
。
）
」
を
「
適
合
性
判
定
」
に
、
「
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
」
を
「
別

記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
三
又
は
第
二
十
二
号
様
式
の
十
四
」
に
改
め
、
同
号
イ
を
同
号
ニ
と
し
、
同

号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ　

仕
様
基
準
（
手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
一
の
項
に
規
定
す
る
仕
様
基
準
を
い
う
。
）
に
よ
る

確
認
済
証
の
交
付
又
は
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
適
合
性
判
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

場
合　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
に
よ
る
省
エ
ネ
基
準
工
事
監
理
状
況
報
告
書
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
書
類

ロ　

仕
様
・
計
算
併
用
法
（
手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
二
の
項
に
規
定
す
る
仕
様
・
計
算
併
用
法

を
い
う
。
）
に
よ
り
適
合
性
判
定
を
受
け
た
場
合　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
一
に
よ
る
省

エ
ネ
基
準
工
事
監
理
状
況
報
告
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

ハ　

標
準
計
算
法
（
手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
二
の
項
に
規
定
す
る
標
準
計
算
法
を
い
う
。
）
に

よ
り
適
合
性
判
定
を
受
け
た
場
合　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二
に
よ
る
省
エ
ネ
基
準
工
事

監
理
状
況
報
告
書
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
十
五
条
の
四
第
二
項
第
五
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ　

イ
の
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
住
宅
の
計
画
に
つ
い
て
、
規
則

第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
行
つ
た
場
合
又
は
適
合
性
判
定
を
受
け
た
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
建
築

物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
五
条
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
行
つ
た
場

合　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
六
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
に

係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書

ト　

ロ
の
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
適
合
性
判
定
を
受
け
た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保

計
画
に
つ
い
て
、
建
築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
行
つ
た
場

合　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
七
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る

軽
微
な
変
更
説
明
書
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チ　

ハ
の
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
適
合
性
判
定
を
受
け
た
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保

計
画
に
つ
い
て
、
建
築
物
省
エ
ネ
法
施
行
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
行
つ
た
場

合　

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
八
に
よ
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る

軽
微
な
変
更
説
明
書

別
記
第
三
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

©
B

C
J 

第
３
号
様
式
の
３
（
第
９
条
関
係
）
 

宣
言

書
 

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 
殿
 

 

建
築
主
又
は
設
計
者
 
住

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
 
 
 
（
 
 
）
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
  

設
計
住
宅
性
能
評
価
、
長
期
優
良
住
宅
等
計
画
認
定
又
は
長
期
使
用
構
造
等
の
確
認
（
以
下
「
設
計
住
宅
性
能

評
価
等
」
と
い
う
。）

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
（
以
下
「
適
合
性
判

定
」
と
い
う
。）

を
省
略
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
、
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
の
認
定
通
知
書
若
し
く
は
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
の
確
認
書
又
は
そ
の
写
し
（
以
下
「
評
価
書
等
又
は

そ
の
写
し
」
と
い
う
。
）
を
提
出
で
き
な
い
と
き
は
、
適
合
性
判
定
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
は
本
宣
言
書
を

取
り
下
げ
る
も
の
と
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
．
提
出
予
定
の
評
価
書
等
又
は
そ
の
写
し
に
つ
い
て
 

□
（
１
）
設
計
住
宅
性
能
評
価
書

 
 
 
 
□
（
２
）
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認
定
通
知
書

 
 
 
 
□
（
３
）
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
の
確
認
書

 
 ２
．
設
計
住
宅
性
能
評
価
等
の
申
請
状
況
に
つ
い
て
 

□
 
申
請
済
 
 
申
請
年
月
日
 
 
 
（
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）

 
 
 
 
□
 
申
請
予
定
 
申
請
予
定
年
月
日
 
（
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）

 
 
 
 
 
 
 
申
請
先
の
名
称

 
 
 
 
 
 
 
及
び
所
在
地
※

 
 

 
 

 
 

 
 

※
申

請
先

の
名

称
に

つ
い

て
、

１
.の

（
１

）、
（

３
）

を
選

択
し

た
場

合
は

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

の
名

称
を

、

１
.の

（
２

）
を

選
択

し
た

場
合

は
認

定
の

申
請

を
す

る
建

設
地

の
所

管
行

政
庁

名
を

御
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

 
 

 
※

所
在

地
の

記
載

は
、

東
京

都
〇

〇
区

、
市

、
町

、
村

程
度

で
結

構
で

す
。

 
 

記
 載

 欄
 

受
付
欄

 
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
等
の
提
出
等

 
 

□
 
提
出
有
 
（
提
出
日
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
）

 
□
 
提
出
無
 
（
本
書
の
取
下
げ
）

 
□
 
そ
の
他
 
 

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

 
 

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
２

２
号

様
式

の
１

９
（

第
条

の
４

関
係

）

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保
計

画
に

係
る

軽
微

な
変

更
説
明

書
（

非
住

宅
）

（
第

一
面

）

年
月

日

殿

申
請

者
氏

名

申
請
に

係
る

建
築

物
の

建
築

物
エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
確

保
計
画

に
つ

い
て

、
建

築
物
の

エ
ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律
施

行
規

則
第

５
条
（
同
規

則
第
９

条
第

２
項

に
お

い
て

準
用
す

る
場

合
を

含
む

。
）

に
規

定
す

る
軽

微
な
変

更
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、
報

告
し

ま
す

。

１
建
築

物
等

の
名

称

２
建
築

物
等

の
所

在
地

３
省
エ

ネ
適

合
性

判
定

年
月

日
・
番

号

４
変
更

の
内

容

□
Ａ

省
エ

ネ
性

能
等

を
向

上
さ
せ

る
又

は
当

該
性

能
に

影
響
を

及
ぼ

さ
な

い
変

更

□
Ｂ

一
定

範
囲

内
で

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

を
低

下
さ

せ
る
変

更

□
Ｃ

再
計

算
に

よ
つ

て
基

準
適

合
が

明
ら

か
な

変
更

（
建

築
物

の
用

途
や

計
算

方
法

の
変

更

を
除

く
。

）

５
備
考

（
注

意
）

１
こ
の

説
明

書
は

、
完

了
検

査
申
請

の
際

に
、
申
請

に
係

る
建
築

物
の

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

に
軽

微
な

変
更

が
あ

つ
た

場
合

に
、
完
了

検
査

申
請

書
の

第
三
面

の
別

紙
と

し
て

添
付

し
て
く
だ

さ
い

。

２
「
４

変
更
の

内
容

」
に

お
い
て

、
Ａ

に
チ

ェ
ッ

ク
し

た
場
合

に
は

第
二

面
に

、
Ｂ

に
チ

ェ
ッ

ク
し

た
場
合

は
第

三
面

に
必

要
事

項
を
記
入

し
た

上
で

、
変

更
内

容
を

説
明

す
る
た

め
の

図
書

を
添

付
し

て
く
だ
さ

い
。
Ｃ
に

チ
ェ

ッ
ク

し
た

場
合

に
は
軽

微
変

更
該

当
証

明
書

及
び
そ
の

申
請

に
要

し
た

図
書

を
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。

受
付

欄

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

三
面

）

［
Ｂ

一
定
範

囲
内

で
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
性

能
を

低
下

さ
せ

る
変
更
］

・
変

更
前

の
Ｂ

Ｅ
Ｉ

＝
（

）
≦

（
）
×

・
変

更
と

な
る

設
備

の
概

要

□
空

気
調

和
設

備

変
更

内
容

記
入

欄

□
機

械
換

気
設

備

変
更

内
容

記
入

欄

□
照
明

設
備

変
更

内
容

記
入

欄

□
給
湯

設
備

変
更

内
容

記
入

欄

□
太

陽
光

発
電

変
更

内
容

記
入

欄

・
添

付
図

書
等

□
平

面
図

□
立
面

図
□
断

面
図

□
仕

様
書

□
機
器

表
□

仕
様

シ
ー

ト

□
そ

の
他

（
）

（
注

意
）

変
更

と
な

る
設

備
は

、
該

当
す

る
も

の
全

て
に

チ
ェ

ッ
ク

を
す

る
こ

と
と

し
、

チ
ェ

ッ
ク

を
し

た
設

備
に

つ
い

て
は

、
変

更
内

容
記

入
欄

に
概

要
を

、
第

三
面

別
紙

に
必

要
事

項
を

記
入

し
た

上

で
、

変
更

内
容

を
示

す
図

書
を

添
付
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

二
面

）

［
Ａ

省
エ
ネ

性
能

等
を

向
上

さ
せ
る

又
は

当
該

性
能

に
影

響
を
及

ぼ
さ

な
い

変
更

］

・
変

更
内

容

□
建

築
物

の
高

さ
又

は
外

周
長

の
減
少

□
外

壁
、

屋
根

又
は

外
気

に
接

す
る
床

の
面

積
の

減
少

□
空

気
調

和
設

備
等

の
効

率
の

向
上

又
は

損
失

の
低

下
と

な
る

変
更

（
制

御
方

法
等

の
変

更
を

含

む
。

）

□
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
効

率
的

利
用

を
図
る

こ
と

の
で

き
る

設
備

の
新
設

又
は

増
設

□
そ

の
他

（
）

・
上

記
変

更
内

容
に

つ
い

て
の

具
体
的

な
内

容

・
添

付
図

書
等

（
注

意
）

変
更

内
容

は
、

該
当

す
る

も
の

全
て

に
チ

ェ
ッ

ク
を

す
る

こ
と

と
し

、
チ

ェ
ッ

ク
を

し
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

具
体

的
な

変
更

内
容

を
記

載
し

た
上

で
、

変
更

内
容

を
示

す
図

書
を

添
付

し
て

く

だ
さ

い
。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（

第
三
面

別
紙
２

）

［
機

械
換

気
設

備
関

係
］

評
価

の
対

象
と

な
る

室
の

用
途

ご
と

に
、

次
の

イ
又

は
ロ

の
い

ず
れ

か
の

変
更

に
該

当
し

、
か

つ
、

こ
れ

以
外

に
つ

い
て

は
「

変
更
な

し
」

又
は

「
性

能
が

向
上
す

る
変

更
」

で
あ

る
場

合

イ
送
風

機
の

電
動

機
出

力
に

つ
い
て

％
を
超

え
な

い
増

加

室
用

途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

送
風

機
の

電
動
機

出
力

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

室
用

途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

送
風

機
の

電
動
機

出
力

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

ロ
計
算

対
象

床
面

積
に

つ
い

て
％

を
超

え
な

い
増

加
（
室

用
途
が

「
駐

車
場

」
又

は
「

厨
房
」

で
あ

る
場

合
の

み
）

室
用

途
（

駐
車
場

）

変
更

前
・

変
更

後
の

床
面

積

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

室
用

途
（

厨
房

）

変
更

前
・

変
更

後
の

床
面

積

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

三
面

別
紙
１

）

［
空

気
調

和
設

備
関

係
］

次
の
イ

又
は

ロ
の

い
ず

れ
か

の
変
更

に
該

当
し

、
か

つ
、
こ

れ
以

外
に

つ
い

て
は
「
変

更
な
し

」

又
は

「
性

能
が

向
上

す
る

変
更

」
で
あ

る
場

合

イ
外

壁
の

平
均

熱
貫

流
率

に
つ

い
て

５
％

を
超

え
な

い
増

加
か

つ
窓

の
平

均
日

射
熱

取
得

率

に
つ

い
て

５
％

を
超

え
な

い
増

加

・
外

壁
の

平
均

熱
貫

流
率

に
つ

い
て
５

％
を

超
え

な
い

増
加

の
確
認

変
更
内

容
□
断

熱
材

種
類

□
断

熱
材

厚
み

変
更
す

る
方

位
□
全

方
位

□
一

部
方

位
の

み
（

方
位

）

変
更
前

・
変

更
後

の
平

均
熱

貫
流
率

変
更
前

（
）

変
更
後

（
）

増
加

率
（

）
％

・
窓

の
平

均
熱

貫
流

率
に

つ
い

て
５
％

を
超

え
な

い
増

加

変
更
内

容
□
ガ

ラ
ス

種
類

□
ブ

ラ
イ

ン
ド

の
有

無

変
更
す

る
方

位
□
全

方
位

□
一

部
方

位
の

み
（

方
位

）

変
更
前

・
変

更
後

の
平

均
熱

貫
流
率

変
更
前

（
）

変
更
後

（
）

増
加

率
（

）
％

ロ
熱
源

機
器

の
平

均
効

率
に

つ
い
て

％
を
超

え
な

い
低

下

・
平

均
熱

源
効

率
（

冷
房

平
均

）

変
更
内

容
□

機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更
前

・
変

更
後

の
平

均
熱

源
効
率

変
更
前

（
）

変
更
後

（
）

減
少

率
（

）
％

・
平

均
熱

源
効

率
（

暖
房

平
均

）

変
更
内

容
□

機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更
前

・
変

更
後

の
平

均
熱

源
効
率

変
更
前

（
）

変
更
後

（
）

減
少

率
（

）
％

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

三
面

別
紙
４

）

［
給

湯
設

備
関

係
］

評
価

の
対

象
と

な
る

湯
の

使
用

用
途

ご
と

に
、

次
の

変
更

に
該

当
し

、
か

つ
、

こ
れ

以
外

に
つ

い
て

は
「

変
更

な
し

」
又

は
「

性
能
が

向
上

す
る

変
更

」
で

あ
る
場

合

給
湯
機

器
の

平
均

効
率

に
つ

い
て

％
を

超
え

な
い

低
下

湯
の

使
用

用
途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

平
均

効
率

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
減

少
率

（
）
％

湯
の

使
用

用
途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

平
均

効
率

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
減

少
率

（
）
％

湯
の

使
用

用
途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

平
均

効
率

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
減

少
率

（
）
％

湯
の

使
用

用
途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

平
均

効
率

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
減

少
率

（
）
％

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

三
面

別
紙
３

）

［
照

明
設

備
関

係
］

評
価

の
対

象
と

な
る

室
の

用
途

ご
と

に
、

次
の

変
更

に
該

当
し

、
か

つ
、

こ
れ

以
外

に
つ

い
て

は
「

変
更

な
し

」
又

は
「

性
能

が
向
上

す
る

変
更

」
で

あ
る

場
合

単
位
床

面
積

当
た

り
の

照
明

器
具
の

消
費

電
力

に
つ

い
て

％
を

超
え

な
い

増
加

室
用

途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

単
位

床
面

積
当
た

り
の

消
費

電
力

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

室
用

途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

単
位

床
面

積
当
た

り
の

消
費

電
力

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

室
用

途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

単
位

床
面

積
当
た

り
の

消
費

電
力

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

室
用

途
（

）

変
更

内
容

□
機
器

の
仕

様
変
更

□
台
数

の
増

減

変
更

前
・

変
更

後
の

単
位

床
面

積
当
た

り
の

消
費

電
力

変
更

前
（

）
変
更

後
（

）
増

加
率

（
）
％

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二
を
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
九
と
す
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第

三
面

別
紙
５

）

［
太

陽
光

発
電

関
係

］

次
の
イ

又
は

ロ
の

い
ず

れ
か

の
変
更

に
該

当
し

、
か

つ
、
こ

れ
以

外
に

つ
い

て
は
「
変

更
な
し

」

又
は

「
性

能
が

向
上

す
る

変
更

」
で
あ

る
場

合

イ
太
陽

電
池

ア
レ

イ
の

シ
ス

テ
ム
容

量
に

つ
い

て
％
を
超

え
な
い

減
少

変
更

前
・

変
更

後
の

太
陽

電
池

ア
レ
イ

の
シ

ス
テ

ム
容

量

変
更

前
シ
ス

テ
ム

容
量

の
合

計
値
（

）

変
更

後
シ
ス

テ
ム

容
量

の
合

計
値
（

）

変
更

前
・

変
更

後
の

シ
ス

テ
ム

容
量
減

少
率

（
）

％

ロ
パ

ネ
ル

方
位

角
に

つ
い

て
度

を
超

え
な

い
変

更
又

は
傾

斜
角

に
つ

い
て

度
を

超
え

な
い

変
更

パ
ネ

ル
番

号
（

）

パ
ネ

ル
方

位
角

□
度

を
超

え
な

い
変

更
（

）
度

変
更

パ
ネ

ル
傾

斜
角

□
度

を
超

え
な

い
変

更
（

）
度

変
更

パ
ネ

ル
番

号
（

）

パ
ネ

ル
方

位
角

□
度

を
超

え
な

い
変

更
（

）
度

変
更

パ
ネ

ル
傾

斜
角

□
度

を
超

え
な

い
変

更
（

）
度

変
更

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

二
面

）

適
合
判

定
通

知
書

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

計
画
変

更

変
更

計
画

書

番
号

―
１

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
２

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
３

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微
な

変
更

軽
微

変
更

番

号
等

―
１

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
２

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容

軽
微

変
更

番

号
等

―
３

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

総
合

所
見

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

第
２

２
号

様
式

の
１

５
（

第
条

の
４

関
係

）

省
エ

ネ
基

準
工

事
監

理
状

況
報

告
書
（

標
準

入
力

法
等

用
）

（
第
一

面
）

下
記
の

と
お

り
省

エ
ネ

基
準

工
事
監

理
状

況
を

報
告

し
ま

す
。

こ
の
報

告
及

び
添

付
図

書
に

記
載
の

事
項

は
、

事
実

に
相

違
あ
り

ま
せ

ん
。

年
月

日

殿

代
表

と
な

る
工

事
監

理
者

住
所

電
話

（
）

会
社

名
（

）
級
建

築
士

事
務

所
（

）
登

録
第

（
）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
）
号

工
事

施
工

者
住

所
電

話
（

）

会
社

名
建

設
業

の
許

可
大
臣

・
知

事
第

（
）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
）
号

建
築

主
住

所
電

話
（

）

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
事

務
所
の

所
在

地
、

名
称

及
び

代
表
者

の
氏

名
）

記

工
事

現
場

名
称

建
築

場
所

区市

確
認
・
計
画

通
知

、
年

月
日
及

び
番
号

年
月

日
第

号

計
画

変
更

年
月

日
及

び
番

号
年

月
日

第
号

構
造

木
造

・
Ｓ

造
・

Ｒ
Ｃ

造
・

Ｗ
Ｒ

Ｃ
造

・
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
・

混
構

造
（

造
＋

造
）

・
そ

の
他

（
）

工
事

種
別

新
築

・
増

築
・

改
築

規
模

地
上

階
・

地
下

階
・

Ｐ
Ｈ

階
用

途
建

築
面
積

㎡
・
延
面

積
㎡
・
最
高

の
高

さ
ｍ

当
該

建
築

物
に

お
い

て
活

用
し

て
い

る
他

の
評

価
方

法

（
該

当
す

る
□

に
レ

を
記

入
）

□
仕

様
基

準
□
仕

様
・

計
算
併

用
法

□
標
準

計
算

法

□
モ

デ
ル

建
物

法
□
モ

デ
ル

建
物
法
（
小

規
模

版
）

他
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
い

る
部

分

評
価

方
法

建
築

物
の

部
分

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（

第
四
面

）

全
熱

交
換

器
の

仕
様
及

び
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

全
熱

交
換

器
の

自
動
切

替
機

能
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

換気設備

換
気

設
備
（

換
気

代
替

空
調

機
を

含
む

。
）
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

換
気

設
備
に

係
る

各
種

制
御

（
換

気
代

替
空
調

機
を

含
む

。
）

の
設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

照明設備

照
明

器
具

の
消

費
電

力
、

台
数

及
び

取
付
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

各
種

制
御
の

設
置

状
況

（
在

室
検

知
制

御
等
※

注
意

７
参

照
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給湯設備

熱
源

機
器
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給
湯

配
管
の

保
温

の
仕

様
及

び
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

節
湯

器
具
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太
陽

熱
利
用

設
備

の
仕

様
及

び
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

昇降機

設備

昇
降

機
の

仕
様

及
び

設
置

状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太陽光

発電設備

太
陽

光
発
電

の
仕

様
及

び
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

パ
ワ

ー
コ
ン

デ
ィ

シ
ョ

ナ
の

仕
様

及
び

設
置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

コージェネレー

ション設備

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

シ

ス
テ

ム
の

仕
様

及
び

排
熱

利

用
先

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第
三
面

）

報
告
内
容
（
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
、
申
請
図
書
の
と
お
り
施
工
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
ま
す
。
）

項
目

報
告
事
項

照
合
を
行

つ
た
設
計
図
書

確
認
方
法

確
認
結
果

外皮

外
壁
等
を
構
成
し
て
い

る
建
材
・

塗
料
等
の
仕

様
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

窓
の
仕
様
及
び
設
置
状

況
（
ブ
ラ
イ
ン
ド
ボ
ッ

ク
ス
及
び
ひ
さ
し
の
設

置
状
況
を
含
む
。
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

空気調和設備

熱
源
機
器
の
仕
様
及
び

設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

冷
暖
同
時
供
給
の
有
無

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

熱
源
機
器
に
係
る
台
数

制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

蓄
熱
シ
ス
テ
ム
の
仕
様

及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

２
次

ポ
ン

プ
の

仕
様

（
流
量
制
御
方
式
を
含

む
。
）
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

２
次
ポ
ン
プ
の
変
流
量

制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

２
次
ポ
ン
プ
に
係
る
台

数
制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

空
調
機
の
仕
様
及
び
設

置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

空
調
機
フ
ァ
ン
の
変
風

量
制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

予
熱
時
外
気
取
入
れ
停

止
制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

外
気
冷
房
制
御
の
有
無

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
一
を
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
五
と
す
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第

五
面

）

（
注

意
）

１
本
様

式
は
、
「

標
準

入
力
法

等
」
に
よ

り
建

築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性

能
基

準
へ

の
適

合
性
を

確
認

し
た

建
築

物
に

係
る

工
事

監
理

を
対
象

と
し

て
い

ま
す

。

２
計
算

対
象

と
な

る
設

備
等

が
な
い

場
合

は
、

当
該

設
備

等
に
係

る
項

目
の

記
載

は
不

要
で
す

。

３
「

照
合

を
行
つ
た

設
計
図

書
」
の
欄

は
、
建

築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関
す

る
法

律
施

行
規

則
第

３
条

第
１

項
に

規
定
す

る
図

書
等

の
う

ち
、
工

事
監
理

で
照

合
を

行
つ

た
図

書
を
記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

４
「
確

認
方

法
」
の

欄
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の

う
ち

、
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ
い

。
Ｃ

に

該
当

す
る

場
合

は
、

確
認

に
用

い
た
具

体
的

な
書

類
を

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

（
Ａ
：
目

視
に

よ
る

立
会
確

認
、
Ｂ
：
計

測
等
に

よ
る
立

会
確
認

、
Ｃ
：
施
工

計
画
書

等
・
試

験
成

績

書
等

に
よ

る
確

認
）

５
本
様

式
は

、
代

表
と

な
る

工
事
監

理
者

が
作

成
し

、
２

部
（
正

本
、

副
本
）
提

出
し

て
く
だ

さ
い
。

な
お
、

確
認

後
１

部
（

副
本

）
は
返

却
し

ま
す

の
で

、
建

築
主
が

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。

６
総

合
所

見
欄

は
、

工
事

監
理

者
の

監
理

目
標

及
び

そ
の

結
果

に
対

す
る

所
見

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

７
照
明

設
備

の
在

室
検

知
制

御
等
と

は
、
タ

イ
ム

ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

制
御
、
初
期

照
度
補

正
制
御
、
昼
光

連
動

調
光

制
御

、
明

る
さ

感
知

に
よ

る
自

動
点

滅
制

御
及

び
照

度
調

整
調

光
制

御
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第
二
面

）

適
合
判
定
通
知
書

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

計
画
変
更

変
更

計
画

書

番
号

―
１

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
２

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
３

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

軽
微
な
変
更

軽
微

変
更

番

号
等

―
１

年
月

日
軽
微
な
変
更
説
明
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
２

年
月

日
軽
微
な
変
更
説
明
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
３

年
月

日
軽
微
な
変
更
説
明
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

総
合

所
見

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

第
２
２
号
様
式
の
１
３
（
第

条
の
４
関
係

省
エ
ネ
基
準
工
事
監
理
状
況
報
告
書
（
モ
デ
ル
建
物
法
用
）
（
第
一
面
）

下
記
の
と
お
り
省
エ
ネ
基
準
工
事
監
理
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

こ
の
報
告
及
び
添
付
図
書
に
記
載
の
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

年
月

日

殿

代
表
と
な
る
工
事
監
理
者

住
所

電
話

（
）

会
社
名

（
）
級
建
築
士
事
務
所
（

）
登
録
第
（

）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登
録
第
（

）
号

工
事
施
工
者

住
所

電
話

（
）

会
社
名

建
設
業
の
許
可

大
臣
・
知
事

第
（

）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登
録
第
（

）
号

建
築
主

住
所

電
話

（
）

氏
名

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

記

工
事

現
場

名
称

建
築

場
所

区市

確
認
・
計
画
通
知
、
年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

計
画

変
更

年
月

日
及

び
番

号
年

月
日

第
号

構
造

木
造

・
Ｓ

造
・

Ｒ
Ｃ

造
・

Ｗ
Ｒ

Ｃ
造

・
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
・

混
構

造
（

造
＋

造
）

・
そ

の
他

（
）

工
事

種
別

新
築
・
増
築
・
改
築

規
模

地
上

階
・

地
下

階
・

Ｐ
Ｈ

階
用
途

建
築
面
積

㎡
・
延
面
積

㎡
・
最
高
の
高
さ

ｍ

当
該

建
築

物
に

お
い

て
活

用
し

て
い

る
他
の
評
価
方
法

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

□
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

□
モ
デ
ル
建
物
法
（
小
規
模
版
）

□
標
準
入
力
法
等

他
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
い

る
部

分

評
価
方
法

建
築
物
の
部
分

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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（
第
四
面

）

照明設備

建
物
用
途
に
応
じ
た

室

の
照
明
器

具
の
仕

様
及

び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

各
種
制
御
の
設
置
状

況

（
在
室
検

知
制
御

等
※

注
意
７
参
照
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

給湯設備

建
物
用
途
に
応
じ
た

使

用
用
途
の

熱
源
機

器
の

仕
様
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

給
湯
配
管
の
保
温
の

仕

様
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

節
湯
器
具
の
仕
様
及

び

設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

昇降機

設備

昇
降

機
の

仕
様

及
び

設
置

状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

太陽光

発電設備

太
陽

光
発

電
の

仕
様

及
び

設

置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

コージェネレー

ション設備

コ
ー

ジ
ェ

ネ
レ

ー
シ

ョ
ン

設

備
の
仕
様
、
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

（
注
意
）

１
本
様
式
は
、
「
モ
デ
ル
建
物
法
」
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
性
を
確
認

し
た
建
築
物
に
係
る
工
事
監
理
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

２
計
算
対
象
と
な
る
設
備
等
が
な
い
場
合
は
、
当
該
設
備
等
に
係
る
項
目
の
記
載
は
不
要
で
す
。

３
「
照
合
を
行
つ
た
設
計
図
書
」
の
欄
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
図
書
等
の
う
ち
、
工
事
監
理
で
照
合
を
行
つ
た
図
書
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

４
「
確
認
方
法
」
の
欄
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

の
う
ち
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
Ｃ
に

該
当
す
る
場
合
は
、
確
認
に
用
い
た
具
体
的
な
書
類
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
Ａ
：
目
視
に
よ
る
立
会
確
認
、
Ｂ
：
計
測
等
に
よ
る
立
会
確
認
、
Ｃ
：
施
工
計
画
書
等
・
試
験
成
績

書
等
に
よ
る
確
認
）

５
本
様
式
は
、
代
表
と
な
る
工
事
監
理
者
が
作
成
し
、
２
部
（
正
本
、
副
本
）
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
確
認
後
１
部
（
副
本
）
は
返
却
し
ま
す
の
で
、
建
築
主
が
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

６
総

合
所

見
欄

は
、

工
事

監
理

者
の

監
理

目
標

及
び

そ
の

結
果

に
対

す
る

所
見

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

７
照
明
設
備
の
在
室
検
知
制
御
等
と
は
、
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
制
御
、
初
期
照
度
補
正
制
御
、
昼
光

連
動

調
光

制
御

、
明

る
さ

感
知

に
よ

る
自

動
点

滅
制

御
及

び
照

度
調

整
調

光
制

御
の

こ
と

を
い

い
ま

す
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

（
第
三
面

）

報
告
内
容
（
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
申
請
図
書
の
と
お
り
施
工
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
ま
す
。

）

項
目

報
告
事
項

照
合
を
行
つ
た
設
計
図
書

確
認
方
法

確
認
結
果

外皮

断
熱
材
の
仕
様
及
び
設

置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

窓
の
仕
様
及
び
設
置
状

況
（
ブ
ラ
イ
ン
ド
ボ
ッ

ク
ス
及
び
ひ
さ
し
の
設

置
状
況
を
含
む
。
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

空気調和設備

熱
源
機
器
の
仕
様
及
び

設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

全
熱
交
換
器
の
仕
様
及

び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

全
熱
交
換
器
の
自
動
切

替
機
能
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

予
熱
時
外
気
取
入
れ
停

止
制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

次
ポ

ン
プ

の
変

流
量

制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

空
調
機
フ
ァ
ン
の
変
風

量
制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

換気設備

換
気
設
備
の
仕
様
及
び

設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

送
風
量
制
御
の
設
置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
を
別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
三
と
す
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
九
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

第
２

２
号

様
式

の
１

０
（

第
条

の
４

関
係

省
エ

ネ
基

準
工

事
監

理
状

況
報

告
書
（

仕
様

基
準
用
）

（
第

一
面
）

下
記
の

と
お

り
省

エ
ネ

基
準

工
事
監

理
状

況
を

報
告

し
ま

す
。

こ
の
報

告
及

び
添

付
図

書
に

記
載
の

事
項

は
、

事
実

に
相

違
あ
り

ま
せ

ん
。

年
月

日

殿

代
表

と
な

る
工

事
監

理
者

住
所

電
話

（
）

会
社

名
（

）
級

建
築

士
事

務
所
（

）
登
録

第
（

号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登
録

第
（

）
号

工
事

施
工

者
住

所
電

話
（

）

会
社

名
建
設

業
の

許
可

大
臣
・

知
事

第
（

）
号

氏
名

（
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
）
号

建
築

主
住

所
電

話
（

）

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
事

務
所
の

所
在

地
、

名
称

及
び

代
表
者

の
氏

名
）

記

工
事

現
場

名
称

建
築

場
所

区市

確
認
・
計

画
通

知
、
年

月
日

及
び

番
号

年
月

日
第

号

計
画

変
更

年
月

日
及

び
番

号
年

月
日

第
号

構
造

木
造

・
Ｓ

造
・

Ｒ
Ｃ

造
・

Ｗ
Ｒ

Ｃ
造

・
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
・

混
構

造
（

造
＋

造
）

・
そ
の

他
（

）

工
事

種
別

新
築

・
増

築
・

改
築

規
模

地
上

階
・

地
下

階
・

Ｐ
Ｈ

階
用

途
建

築
面
積

㎡
・
延
面

積
㎡
・
最
高

の
高

さ
ｍ

当
該

建
築

物
に

お
い

て
活

用
し

て
い

る
他

の
評

価
方

法

（
該

当
す

る
□

に
レ

を
記

入
）

□
仕

様
・

計
算

併
用

法
□
標

準
計
算

法

□
モ

デ
ル

建
物

法
□
モ

デ
ル
建

物
法
（
小

規
模

版
）

□
標

準
入

力
法

等

他
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
い

る
部

分

評
価

方
法

建
築

物
の

部
分

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

三
面

）

報
告
内

容
（

以
下

の
項

目
に

つ
い
て

、
申

請
図

書
の

と
お

り
施
工

さ
れ

た
こ

と
を

報
告

し
ま
す

。
）

項
目

報
告

事
項

照
合

を
行

つ
た

設
計

図
書

確
認

方
法

確
認

結
果

外皮

断
熱

材
の
仕

様
及

び
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

構
造

熱
橋
部

の
断

熱
補

強
の

仕
様

及
び

範
囲

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

造
の

場
合

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

窓
の

仕
様
及

び
設

置
状

況
（

付
属

部
材

や
ひ
さ

し
の

設
置

状
況

を
含

む
。

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖房設備

暖
房
方

式
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖
房

設
備
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷房設備

冷
房
方

式
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷
房
設

備
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

換気
設備

換
気

設
備

の
仕

様
及

び
設

置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

照明
設備

非
居

室
の

証
明

設
備

の
仕

様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給湯
設備

給
湯

設
備

の
仕

様
及

び
設

置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
注

意
）

１
本
様

式
は
、
「
仕
様

基
準
」
に
よ

り
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
基

準
へ

の
適

合
性

を
確
認

し
た

住
宅

に
係

る
工

事
監

理
を

対
象

と
し
て

い
ま

す
。

２
計
算

対
象

と
な

る
設

備
等

が
な
い

場
合

は
、

当
該

設
備

等
に
係

る
項

目
の

記
載

は
不

要
で
す

。

３
「

照
合

を
行
つ
た

設
計
図

書
」
の
欄

は
、
建

築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関
す

る
法

律
施

行
規

則
第
３
条

第
１

項
に

規
定
す

る
図

書
等

の
う

ち
、
工

事
監
理

で
照

合
を

行
つ

た
図

書
を
記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

４
「
確

認
方

法
」
の

欄
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の

う
ち

、
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ
い

。
Ｃ

に

該
当

す
る

場
合

は
、

確
認

に
用

い
た
具

体
的

な
書

類
を

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

（
Ａ
：
目

視
に

よ
る

立
会

確
認

、
Ｂ
：
計

測
等

に
よ

る
立
会

確
認
、
Ｃ
：
施

工
計

画
書
等
・
試
験

成
績

書
等

に
よ

る
確

認
）

５
本
様

式
は

、
代

表
と

な
る

工
事
監

理
者

が
作

成
し

、
２

部
（
正

本
、

副
本

提
出
し
て

く
だ
さ

い
。

な
お
、

確
認

後
１

部
（

副
本

）
は
返

却
し

ま
す

の
で

、
建

築
主
が

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。

６
総

合
所

見
欄

は
、

工
事

監
理

者
の

監
理

目
標

及
び

そ
の

結
果

に
対

す
る

所
見

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

二
面

）

適
合
判

定
通

知
書

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

計
画
変

更

変
更

計
画

書

番
号

―
１

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
２

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
３

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微
な

変
更

軽
微

変
更

番

号
等

―
１

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
２

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
３

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

総
合

所
見

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（

第
二
面

）

適
合
判

定
通

知
書

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

計
画
変

更

変
更

計
画

書

番
号

―
１

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
２

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
３

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微
な

変
更

軽
微

変
更

番

号
等

―
１

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
２

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
３

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

総
合

所
見

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

第
２

２
号

様
式

の
１

１
（

第
条

の
４

関
係

）

省
エ

ネ
基

準
工

事
監

理
状

況
報

告
書
（

仕
様

・
計

算
併

用
法

用
）
（

第
一

面
）

下
記
の

と
お

り
省

エ
ネ

基
準

工
事
監

理
状

況
を

報
告

し
ま

す
。

こ
の
報

告
及

び
添

付
図

書
に

記
載
の

事
項

は
、

事
実

に
相

違
あ
り

ま
せ

ん
。

年
月

日

殿

代
表

と
な

る
工

事
監

理
者

住
所

電
話

（
）

会
社

名
（

）
級
建

築
士

事
務

所
（

）
登

録
第

（
）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
）
号

工
事

施
工

者
住

所
電

話
（

）

会
社

名
建

設
業

の
許

可
大
臣

・
知
事

第
（

）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
号

建
築

主
住

所
電

話
（

）

氏
名（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
事

務
所
の

所
在

地
、

名
称

及
び

代
表
者

の
氏

名
）

記

工
事

現
場

名
称

建
築

場
所

区市

確
認
・
計
画

通
知

、
年

月
日
及

び
番
号

年
月

日
第

号

計
画

変
更

年
月

日
及

び
番

号
年

月
日

第
号

構
造

木
造

・
Ｓ

造
・

Ｒ
Ｃ

造
・

Ｗ
Ｒ

Ｃ
造

・
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
・

混
構

造
（

造
＋

造
）

・
そ
の

他
（

）

工
事

種
別

新
築

・
増

築
・

改
築

規
模

地
上

階
・

地
下

階
・

Ｐ
Ｈ

階
用

途
建

築
面
積

㎡
・

延
面

積
㎡
・

最
高

の
高

さ
ｍ

仕
様

・
計

算
併

用
法

の
種

別
□

外
皮
性

能
が

仕
様

基
準
、
一

次
エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
が

標
準
計

算
法

□
外

皮
性

能
が

標
準

計
算

法
、
一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性
能

が
仕
様

基
準

当
該

建
築

物
に

お
い

て
活

用
し

て
い

る
他

の
評

価
方

法

（
該

当
す

る
□

に
レ

を
記

入
）

□
仕

様
基

準
□
標

準
計

算
法

□
モ

デ
ル

建
物

法
□
モ

デ
ル

建
物
法

（
小

規
模

版
）

□
標

準
入

力
法
等

他
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
い

る
部

分

評
価

方
法

建
築

物
の

部
分

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）



17 令和7年3月31日（月曜日） （増刊　38）東　京　都　公　報

（
第

四
面

）

給湯設備

給
湯

設
備
の

有
無

及
び

熱
源

機
の

種
類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給
湯
設

備
機

器
の

仕
様

及
び

性
能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

ふ
ろ
機

能
、
給
湯

配
管

、

水
栓

及
び

浴
槽

の
仕
様

等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

照明

設備

主
た

る
居

室
、
そ

の
他

居
室

、

非
居

室
の

証
明

設
備

の
種

類

及
び

制
御

等
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太陽光発電設備

パ
ワ

ー
コ
ン

デ
シ

ョ
ナ

の
低

下
負

荷
効

率

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太
陽

電
池
ア

レ
イ

の
種

類
及

び
容

量

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

パ
ネ
ル

の
設

置
状

況
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太陽熱利用設備

太
陽

熱
利
用

設
備

の
種

類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

液
体

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
の

種
類

及
び
品

番

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

液
体

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
及

び
集

熱
部
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

空
気

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
の

仕
様

及
び
性

能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

空
気

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
及

び
集

熱
部
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

コージェネレー

ション設備

コ
ー

ジ
ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
機

器
の

品
番

及
び
種

類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

逆
潮
流

の
有

無

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

三
面

）

［
外
皮

性
能

が
仕

様
基

準
、

一
次
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

が
標
準

計
算

法
の

場
合

］

報
告
内

容
（

以
下

の
項

目
に

つ
い
て

、
申

請
図

書
の

と
お

り
施
工

さ
れ

た
こ

と
を

報
告

し
ま
す

。
）

項
目

報
告

事
項

照
合

を
行

つ
た

設
計

図
書

確
認

方
法

確
認

結
果

基本情報

建
て

方
及
び

居
室

の
構

成
等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

床
面

積
等
（

主
た

る
居

室
、

そ
の

他
の

居
室
、

床
面

積
合

計
及

び
吹
抜

け
等

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

外皮

 
断

熱
材

の
仕
様

及
び
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

構
造

熱
橋
部

の
断

熱
補

強
の

仕
様

及
び

範
囲

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

造
の

場
合

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

）
窓

の
仕

様
及

び
設

置
状

況
（

付
属

部
材

や
ひ
さ

し
の

設
置

状
況

を
含

む
。

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖房設備

暖
房

方
式
及

び
暖

房
設

備
機

器
の

種
類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

 
暖

房
設

備
機
器

の
仕
様

及
び

性
能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖
房

設
備
等

の
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷房設備

冷
房

方
式
及

び
冷

房
設

備
機

器
の

種
類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷
房

設
備
機

器
の

仕
様

及
び

性
能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷
房

設
備
等

の
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

換気設備

換
気

方
式
、

換
気

設
備

の
仕

様
及

び
性

能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

換
気

設
備
等

の
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

六
面

）

換気
設備

換
気

設
備

の
仕

様
及

び
設

置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

照明
設備

非
居

室
の

照
明

設
備

の
仕

様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給湯
設備

給
湯

設
備

の
仕

様
及

び
設

置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
注

意
）

１
本
様

式
は

、
「

仕
様

・
計

算
併
用

法
」

に
よ

り
建

築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

基
準

へ
の
適

合
性
を

確
認

し
た

住
宅

に
係

る
工

事
監

理
を
対

象
と

し
て

い
ま

す
。

２
計
算

対
象

と
な

る
設

備
等

が
な
い

場
合

は
、

当
該

設
備

等
に
係

る
項

目
の

記
載

は
不

要
で
す

。

３
「
照

合
を

行
つ

た
設

計
図

書
」
の

欄
は

、
建

築
物

の
エ

ネ
ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に
関

す
る
法

律
施

行
規

則
第
３
条

第
１

項
に

規
定
す

る
図

書
等

の
う

ち
、

工
事
監

理
で

照
合

を
行

つ
た

図
書
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

４
「
確

認
方

法
」

の
欄

は
、

Ａ
・
Ｂ

・
Ｃ
の
う

ち
、

該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ
い

。
Ｃ
に

該
当

す
る

場
合

は
、

確
認

に
用

い
た
具

体
的

な
書

類
を

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

（
Ａ
：

目
視

に
よ

る
立

会
確

認
、

Ｂ
：

計
測

等
に

よ
る
立

会
確
認
、

Ｃ
：

施
工

計
画
書

等
・

試
験

成
績

書
等

に
よ

る
確

認
）

５
本
様

式
は

、
代

表
と

な
る

工
事
監

理
者

が
作

成
し

、
２

部
（
正

本
、

副
本
）
提

出
し

て
く
だ

さ
い
。

な
お
、

確
認

後
１

部
（

副
本

）
は
返

却
し

ま
す

の
で

、
建

築
主
が

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。

６
総
合

所
見

欄
は

、工
事
監
理

者
の
監

理
目

標
及

び
そ

の
結

果
に
対

す
る

所
見

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

（
第

五
面

）

［
外
皮

性
能

が
標

準
計

算
法

、
一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
が
仕

様
基

準
の

場
合

］

報
告
内

容
（

以
下

の
項

目
に

つ
い
て

、
申

請
図

書
の

と
お

り
施
工

さ
れ

た
こ

と
を

報
告

し
ま
す

。
）

項
目

報
告

事
項

照
合

を
行

つ
た

設
計

図
書

確
認

方
法

確
認

結
果

基本情報

建
て

方
及
び

居
室

の
構

成
等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

床
面

積
等
（

主
た

る
居

室
、

そ
の

他
の

居
室
、

床
面

積
合

計
及

び
吹
抜

け
等

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

外皮

熱
的

境
界
と

な
る

部
位

及
び

面
積

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

熱
的
境

界
と

な
る

屋

根
、

外
壁

等
の

部
位

の

仕
様

及
び

熱
貫

流
率

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

窓
の

仕
様
及

び
設

置
状

況
（

付
属

部
材

や
ひ
さ

し
の

設
置

状
況

を
含

む
。

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

構
造

熱
橋
部

の
断

熱
補

強
の

仕
様

及
び

範
囲

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

造
の

場
合

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

基
礎

断
熱
部

の
基

礎
の

形
状

及
び

範
囲

等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖房設備

暖
房
方

式

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖
房

設
備
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷房設備

冷
房
方

式

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷
房

設
備
の

仕
様

及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

二
面

）

適
合
判

定
通

知
書

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

計
画
変

更

変
更

計
画

書

番
号

―
１

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
２

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
３

年
月

日
適

合
通

知
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微
な

変
更

軽
微

変
更

番

号
等

―
１

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
２

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
３

年
月

日
軽
微

な
変

更
説

明
書

番
号

第
号

（
変

更
内

容
）

総
合

所
見

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

第
２

２
号

様
式

の
１

２
（

第
条

の
４

関
係

）

省
エ

ネ
基

準
工

事
監

理
状

況
報

告
書
（

標
準

計
算
法
用

）
（

第
一
面

）

下
記
の

と
お

り
省

エ
ネ

基
準

工
事
監

理
状

況
を

報
告

し
ま

す
。

こ
の
報

告
及

び
添

付
図

書
に

記
載
の

事
項

は
、

事
実

に
相

違
あ
り

ま
せ

ん
。

年
月

日

殿

代
表

と
な

る
工

事
監

理
者

住
所

電
話

（
）

会
社

名
（

）
級
建

築
士

事
務

所
（

）
登

録
第

（
）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
）
号

工
事

施
工

者
住

所
電

話
（

）

会
社

名
建

設
業

の
許

可
大
臣

・
知

事
第

（
）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登

録
第

（
）
号

建
築

主
住

所
電

話
（

）

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

、
そ

の
事

務
所
の

所
在

地
、

名
称

及
び

代
表
者

の
氏

名
）

記

工
事

現
場

名
称

建
築

場
所

区市

確
認
・
計
画

通
知

、
年

月
日
及

び
番
号

年
月

日
第

号

計
画

変
更

年
月

日
及

び
番

号
年

月
日

第
号

構
造

木
造

・
Ｓ

造
・

Ｒ
Ｃ

造
・

Ｗ
Ｒ

Ｃ
造

・
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
・

混
構

造
（

造
＋

造
）

・
そ

の
他

（
）

工
事

種
別

新
築

・
増

築
・

改
築

規
模

地
上

階
・

地
下

階
・

Ｐ
Ｈ

階
用

途
建

築
面
積

㎡
・
延
面

積
㎡
・
最
高

の
高

さ
ｍ

当
該

建
築

物
に

お
い

て
活

用
し

て
い

る
他

の
評

価
方

法

（
該

当
す

る
□

に
レ

を
記

入
）

□
仕

様
基

準
□
仕

様
・

計
算
併

用
法

□
モ

デ
ル

建
物

法
□
モ

デ
ル

建
物
法
（
小

規
模

版
）

□
標

準
入

力
法

等

他
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
い

る
部

分

評
価

方
法

建
築

物
の

部
分

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（

第
四
面

）

換気設備

換
気

方
式
、

換
気

設
備

の
仕

様
及

び
性

能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

換
気

設
備
等

の
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給湯設備

給
湯

設
備
の

有
無

及
び

熱
源

機
の

種
類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

給
湯
設

備
機

器
の

仕
様

及
び

性
能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

ふ
ろ
機

能
、
給
湯

配
管

、

水
栓

及
び

浴
槽

の
仕
様

等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

照明

設備

主
た

る
居

室
、

そ
の

他
居

室
、

非
居

室
の

照
明

設
備

の
種

類

及
び

制
御

等
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太陽光発電設備

パ
ワ

ー
コ
ン

デ
シ

ョ
ナ

の
低

下
負

荷
効

率

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太
陽

電
池
ア

レ
イ

の
種

類
及

び
容

量

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

パ
ネ
ル

の
設

置
状

況
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

太陽熱利用設備

太
陽

熱
利
用

設
備

の
種

類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

液
体

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
の

種
類

及
び
品

番

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

液
体

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
及

び
集

熱
部
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

空
気

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
の

仕
様

及
び
性

能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

空
気

集
熱
式

太
陽

熱
利

用
設

備
及

び
集

熱
部
の

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

（
第

三
面

）

報
告
内

容
（

以
下

の
項

目
に

つ
い
て

、
申

請
図

書
の

と
お

り
施
工

さ
れ

た
こ

と
を

報
告

し
ま
す

。
）

項
目

報
告

事
項

照
合

を
行

つ
た

設
計

図
書

確
認

方
法

確
認

結
果

基本情報

建
て

方
及
び

居
室

の
構

成
等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

床
面

積
等
（

主
た

る
居

室
、

そ
の

他
の

居
室
、

床
面

積
合

計
及

び
吹
抜

け
等

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

外皮

 
熱

的
境

界
と
な

る
部
位

及
び

面
積

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

熱
的
境

界
と

な
る

屋

根
、

外
壁

等
の

部
位

の

仕
様

及
び

熱
貫

流
率

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

窓
の

仕
様
及

び
設

置
状

況
（

付
属

部
材

や
ひ
さ

し
の

設
置

状
況

を
含

む
。

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

構
造

熱
橋
部

の
断

熱
補

強
の

仕
様

及
び

範
囲

（
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー
ト

造
の

場
合

）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

基
礎

断
熱
部

の
基

礎
の

形
状

及
び

範
囲

等

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖房設備

暖
房

方
式
及

び
暖

房
設

備
機

器
の

種
類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

 
暖

房
設

備
機
器

の
仕
様

及
び

性
能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

暖
房

設
備
等

の
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷房設備

冷
房

方
式
及

び
冷

房
設

備
機

器
の

種
類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷
房

設
備
機

器
の

仕
様

及
び

性
能

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

冷
房

設
備
等

の
設

置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（
第

五
面

）

コージェネレー

ション設備

コ
ー

ジ
ェ
ネ

レ
ー

シ
ョ

ン
機

器
の

品
番

及
び
種

類

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

逆
潮
流

の
有

無

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・

不
適

（
注

意
）

１
本
様

式
は
、
「

標
準

計
算
法

」
に

よ
り

建
築

物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費

性
能

基
準

へ
の

適
合

性
を
確

認
し

た
住

宅
に

係
る

工
事

監
理

を
対

象
と
し

て
い

ま
す

。

２
計
算

対
象

と
な

る
設

備
等

が
な
い

場
合

は
、

当
該

設
備

等
に
係

る
項

目
の

記
載

は
不

要
で
す

。

３
「

照
合

を
行
つ
た

設
計
図

書
」
の
欄

は
、
建

築
物

の
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関
す

る
法

律
施

行
規

則
第
３
条

第
１

項
に

規
定
す

る
図

書
等

の
う

ち
、
工

事
監
理

で
照

合
を

行
つ

た
図

書
を
記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

４
「
確

認
方

法
」
の

欄
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の

う
ち

、
該
当

す
る
も

の
を

○
で

囲
ん

で
く

だ
さ
い

。
Ｃ

に

該
当

す
る

場
合

は
、

確
認

に
用

い
た
具

体
的

な
書

類
を

記
載

し
て
く

だ
さ

い
。

（
Ａ
：
目

視
に

よ
る

立
会
確

認
、
Ｂ
：
計

測
等
に

よ
る
立

会
確
認

、
Ｃ
：
施
工

計
画
書

等
・
試

験
成

績

書
等

に
よ

る
確

認
）

５
本
様

式
は

、
代

表
と

な
る

工
事
監

理
者

が
作

成
し

、
２

部
（
正

本
、

副
本
）
提

出
し

て
く
だ

さ
い
。

な
お
、

確
認

後
１

部
（

副
本

）
は
返

却
し

ま
す

の
で

、
建

築
主
が

保
管

し
て

く
だ

さ
い

。

６
総

合
所

見
欄

は
、

工
事

監
理

者
の

監
理

目
標

及
び

そ
の

結
果

に
対

す
る

所
見

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日
本

産
業

規
格

Ａ
列

４
番

）
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（
第
二
面

）

適
合
判
定
通
知
書

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

確
保

計
画

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

計
画
変
更

変
更

計
画

書

番
号

―
１

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
２

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

変
更

計
画

書

番
号

―
３

年
月

日
適
合
通
知
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

軽
微
な
変
更

軽
微

変
更

番

号
等

―
１

年
月

日
軽
微
な
変
更
説
明
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
２

年
月

日
軽
微
な
変
更
説
明
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

軽
微

変
更

番

号
等

―
３

年
月

日
軽
微
な
変
更
説
明
書
番
号

第
号

（
変
更
内
容
）

総
合

所
見

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

第
２
２
号
様
式
の
１
４
（
第

条
の
４
関
係
）

省
エ
ネ
基
準
工
事
監
理
状
況
報
告
書
（
モ
デ
ル
建
物
法

（
小
規
模
版
）
用
）
（
第
一
面
）

下
記
の
と
お
り
省
エ
ネ
基
準
工
事
監
理
状
況
を
報
告
し
ま
す
。

こ
の
報
告
及
び
添
付
図
書
に
記
載
の
事
項
は
、
事
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

年
月

日

殿

代
表
と
な
る
工
事
監
理
者

住
所

電
話

（
）

会
社
名

（
）
級
建
築
士
事
務
所
（

）
登
録
第
（

）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登
録
第
（

）
号

工
事
施
工
者

住
所

電
話

（
）

会
社
名

建
設
業
の
許
可

大
臣
・
知
事

第
（

）
号

氏
名

（
）
級

建
築

士
（

）
登
録
第
（

）
号

建
築
主

住
所

電
話

（
）

氏
名

（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

記

工
事

現
場

名
称

建
築

場
所

区市

確
認
・
計
画
通
知
、
年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

計
画

変
更

年
月

日
及

び
番

号
年

月
日

第
号

構
造

木
造

・
Ｓ

造
・

Ｒ
Ｃ

造
・

Ｗ
Ｒ

Ｃ
造

・
Ｓ

Ｒ
Ｃ

造
・

混
構

造
（

造
＋

造
）

・
そ

の
他

（
）

工
事

種
別

新
築
・
増
築
・
改
築

規
模

地
上

階
・

地
下

階
・

Ｐ
Ｈ

階
用
途

建
築
面
積

㎡
・
延
面
積

㎡
・
最
高
の
高
さ

ｍ

当
該

建
築

物
に

お
い

て
活

用
し

て
い

る
他
の
評
価
方
法

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

□
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

他
の

評
価

方
法

を
活

用
し

て
い

る
部

分

評
価
方
法

建
築
物
の
部
分

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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（
第
四
面

）

給湯設備

建
物
用
途
に
応
じ
た

使

用
用
途
の

熱
源
機

器
の

種
類
、

仕
様
及
び

設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

給
湯
配
管
の
保
温
の

仕

様
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

節
湯
器
具
の

種
類
及

び

設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

太陽光

発電設備

太
陽

光
発

電
の

仕
様

及
び

設

置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

（
注
意
）

１
本
様
式
は
、
「
モ
デ
ル
建
物
法
（
小
規
模
版
）
」
に
よ
り
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の

適
合
性
を
確
認
し
た
建
築
物
に
係
る
工
事
監
理
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

２
計
算
対
象
と
な
る
設
備
等
が
な
い
場
合
は
、
当
該
設
備
等
に
係
る
項
目
の
記
載
は
不
要
で
す
。

３
「
照
合
を
行
つ
た
設
計
図
書
」
の
欄
は
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
図
書
等
の
う
ち
、
工
事
監
理
で
照
合
を
行
つ
た
図
書
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

４
「
確
認
方
法
」
の
欄
は
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

の
う
ち
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
Ｃ
に

該
当
す
る
場
合
は
、
確
認
に
用
い
た
具
体
的
な
書
類
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
Ａ
：
目
視
に
よ
る
立
会
確
認
、
Ｂ
：
計
測
等
に
よ
る
立
会
確
認
、
Ｃ
：
施
工
計
画
書
等
・
試
験
成
績

書
等
に
よ
る
確
認
）

５
本
様
式
は
、
代
表
と
な
る
工
事
監
理
者
が
作
成
し
、
２
部
（
正
本
、
副
本
）
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
確
認
後
１
部
（
副
本
）
は
返
却
し
ま
す
の
で
、
建
築
主
が
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

６
総

合
所

見
欄

は
、

工
事

監
理

者
の

監
理

目
標

及
び

そ
の

結
果

に
対

す
る

所
見

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

（
第
三
面

）

報
告
内
容
（
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
申
請
図
書
の
と
お
り
施
工
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
ま
す
。

）

項
目

報
告
事
項

照
合
を
行
つ
た
設
計
図
書

確
認
方
法

確
認
結
果

外皮

外
壁
、

屋
根
の
断
熱
仕

様
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

窓
の
仕
様
及
び
設
置
状

況
（
ブ
ラ
イ
ン
ド
及
び

ひ
さ

し
の

有
無

を
含

む
。
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

空気調和設備

熱
源
機
器
の
種
類
、
台

数
及
び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

全
熱
交
換
器
の
仕
様
及

び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

全
熱
交
換
器
の
自
動
換

気
切
替
機
能
の
設
置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

予
熱
時
外
気
取
入
れ
停

止
制
御
の
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

換気設備

建
物
用
途
に
応
じ
た
室

の
換
気
設
備
の
仕
様
及

び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

送
風
量
制
御
の
設
置
状

況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

照明設備

建
物
用
途
に
応
じ
た
室

の
照
明
器
具
の
仕
様
及

び
設
置
状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

省
エ
ネ
制
御
等
の
設
置

状
況

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ

適
・
不
適

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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第
２
２
号
様
式
の
１
６
（
第

条
の
４
関
係
）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
に
係
る
軽
微
な
変
更
説
明
書
（
仕
様
基
準

用
）

（
第
一
面

）

年
月

日

殿

申
請
者
氏
名

申
請
に
係
る
住
宅
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
へ
の
適
合
に
つ
い
て
、
軽
微
な
変
更

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
変
更
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

１
住
宅
の
名
称

２
住
宅
の
所
在
地

３
確
認
済
証
交
付

年
月
日
・
番
号

４
軽
微
な
変
更
の
内
容

□
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
３
条
の
２
に
該
当
す
る
軽
微
な
変
更

□
建
築
物

の
エ
ネ

ル
ギ

ー
消
費

性
能
の

向
上
等

に
関

す
る
法

律
施
行

規
則
第

５
条

に
該
当

す
る

軽
微
な
変
更

□
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

□
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

５
備
考

（
注
意
）

１
こ
の

説
明

書
は

、
「

住
宅

部
分

の
外

壁
、

窓
等

を
通
し

て
の

熱
の

損
失

の
防

止
に
関

す
る

基
準
及

び
一
次

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
量

に
関

す
る

基
準

（
以
下

「
仕

様
基
準

」
と
い

う
。

）
」
を

用
い
た

住
宅

の
完

了
検

査
申
請

の
際

に
、
申

請
に
係

る
住

宅
に
軽

微
な
変

更
が

あ
つ

た
場

合
に
、

完
了

検
査
申

請
書
の

第
三

面
の
別

紙
と
し

て
添

付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
「
３

確
認
済

証
交

付
年

月
日

・
番

号
」

に
お

い
て
、

省
エ

ネ
適

合
性

判
定

を
受
け

た
場

合
は
、

省
エ
ネ

適
合

性
判
定

年
月
日

・
番

号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

３
「
４

軽
微
な

変
更

の
内

容
」

に
お

い
て

、
「

外
壁
、

窓
等

を
通

し
て

の
熱

の
損

失
の

防
止

に
関

す
る

基
準

に
係

る
変

更
」

に

チ
ェ

ッ
ク

し
た
場

合
に

は
第
二

面
に
、

「
一

次
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

量
に

関
す

る
基
準

に
係

る
変
更

」
に
チ

ェ
ッ

ク
し
た

場
合
は

第
三

面
に

必
要

事
項
を

記
入

し
た
上

で
、
変

更
内

容
を
説

明
す
る

た
め

の
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４
仕
様
基
準
に
定
め
る
仕
様
に
該
当
し
な
い
変
更
を
行
う
場
合
、
別
途

所
管

行
政

庁
又

は
登

録
省

エ
ネ

適
合

性
判

定
機

関
に

よ
る

適
合

性

判
定
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

御
注
意
く
だ
さ
い
。

受
付
欄

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
十
五
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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（
第
三
面

）

［
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

］

・
変
更
内
容

□
暖
房
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
冷
房
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
全
般
換
気
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
照
明
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
給
湯
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

・
添
付
図
書
等

（
注
意
）

変
更
と

な
る
設

備
は
、

該
当

す
る
も

の
全
て

に
チ
ェ

ッ
ク

を
す
る

こ
と
と

し
、
チ

ェ
ッ

ク
を
し

た
設
備
に

つ
い
て

は
、
変

更
内

容
記
入

欄
に
概

要
を
、

第
三

面
別
紙

に
必
要

事
項
を

記
入

し
た
上

で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

（
第
二
面

）

［
外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

］

・
変
更
内
容

□
断
熱
構
造
と
す
る
部
分
の
変
更

□
外
皮
の
断
熱
性
能
等
の
変
更

□
開
口
部
の
断
熱
性
能
等
の
変
更

□
そ
の
他
（

）

・
具
体
的
な
変
更
の
記
載
欄

・
添
付
図
書
等

（
注
意
）

変
更
内

容
は
、

該
当
す

る
も

の
全
て

に
チ
ェ

ッ
ク
を

す
る

こ
と
と

し
、
チ

ェ
ッ
ク

を
し

た
事
項

に
つ
い
て

は
、
具

体
的
な

変
更

内
容
を

記
載
し

た
上
で

、
変

更
内
容

を
示
す

図
書
を

添
付

し
て
く

だ
さ
い
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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（
第
二
面

）

［
外

壁
、

窓
等
を

通
し
て
の

熱
の
損
失

の
防
止
に

関
す
る
基

準
に
係
る

変
更

］

・
変

更
内

容

□
断

熱
構

造
と

す
る

部
分
の
変

更

□
外

皮
の

断
熱

性
能

等
の
変
更

□
開

口
部

の
断

熱
性

能
等
の
変

更
□

そ
の

他
（

）

・
具

体
的

な
変

更
の

記
載
欄

・
添

付
図

書
等

（
注

意
）

変
更

内
容

は
、
該
当
す
る

も
の
全
て

に
チ

ェ
ッ
ク
を
す

る
こ
と
と
し
、

チ
ェ
ッ
ク
を
し

た
事
項

に
つ

い
て
は

、
具
体
的
な
変

更
内
容
を
記
載

し
た

上
で
、
変

更
内

容
を
示
す

図
書

を
添
付
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日

本
産
業

規
格

Ａ
列
４

番
）

第
２
２

号
様
式
の

１
７
（

第
条
の

４
関
係

）

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る

軽
微
な
変
更
説
明
書

（
仕
様

・
計

算
併

用
法

用
）

（
第
一
面

）
年

月
日

殿

申
請
者
氏
名

申
請
に
係
る
建
築
物
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
つ
い
て

、
建

築
物

の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５

条
（
同
規
則
第
９
条

第
２

項
に

お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定

す
る

軽
微

な
変

更
が

あ
り

ま
し

た
の

で
、

報
告

し
ま
す
。

１
住
宅

の
名
称

２
住
宅

の
所
在
地

３
省
エ
ネ
適
合
性
判
定
年

月
日
・
番

号

４
仕
様
・
計
算
併
用
法
の
種
別

□
外
皮
性
能
が
仕
様
基
準
、
一
次

エ
ネ

ル
ギ

ー
消
費

性
能
が
標
準
計
算
法

□
外
皮
性
能
が
標
準
計
算

法
、
一

次
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能
が
仕
様
基
準

５
軽
微
な
変
更
の
内
容

［
仕
様
基
準

］
□

外
壁
、
窓
等
を
通
し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

□
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

［
標
準
計
算
法

］

□
Ａ

省
エ
ネ
性
能
等
を
向
上
さ
せ
る

又
は

当
該
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
変

更
□

Ｂ
一
定
範
囲
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
低
下
さ
せ
る
変
更

□
Ｃ

再
計
算
に
よ

つ
て
基
準
適
合
が
明
ら
か
な
変
更

（
建
築
物
の
用
途
や
計

算
方
法

の
変
更

を
除
く
。

）

６
備
考

（
注
意

）

１
こ
の
説
明
書
は
、
完
了
検
査
申
請
の
際
に
、
申
請
に
係
る
建
築
物
の

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
確
保
計
画
に
軽
微
な
変
更
が
あ

つ
た

場
合
に
、
完
了
検
査
申
請
書
の
第
三
面
の
別
紙
と
し
て
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

２
「
５

軽
微
な
変
更
の
内
容

」
に
お
い
て
、
「
外
壁
、
窓
等
を
通

し
て
の
熱
の
損
失
の
防
止
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更
」
に
チ
ェ
ッ

ク
し
た
場
合
に
は
第
二
面
に
、
「
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す

る
基
準
に
係
る
変
更
」
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
は
第
三
面
に
必
要
事

項
を
記
入
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
図
書
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。
Ａ
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は
第
四
面
に
、
Ｂ
に

チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は
第
五
面
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
上
で
、

変
更
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
に

チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は
軽
微
変
更
該
当
証
明
書
及
び
そ
の
申
請
に

要
し
た
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付

欄

（
日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

四
面

）

［
Ａ

省
エ

ネ
性
能

等
を
向
上

さ
せ
る

又
は

当
該

性
能
に

影
響
を
及

ぼ
さ
な
い

変
更

］

・
変

更
内

容

次
の

①
か

ら
④

ま
で

に
該
当
す

る
変
更

□
①

外
皮
の

各
部
位
の

熱
貫

流
率
若

し
く
は

線
熱
貫
流
率

若
し
く
は

日
射
熱
取
得

率
が
増

加
し
な

い
変

更
（
外

皮
面
積
が
変
わ

ら
な
い
場
合
に

限
る
。
）

又
は

開
口
部

面
積
が

増
加
し

な
い
変

更

□
②

通
気

等
の

利
用
に

よ
り
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
が

低
下
し
な

い
変
更

□
③

空
気
調

和
設
備

等
の
効
率

が
低

下
し
な
い
又

は
損
失
が
増
加

し
な
い
変
更
（

制
御
方

法
等
の

変
更

を
含

む
。
）

□
④

エ
ネ

ル
ギ
ー

の
効
率
的

利
用
を
図

る
こ
と
の

で
き
る
設

備
の
新
設

又
は
増
設

・
上

記
変

更
内

容
に

つ
い
て
の

具
体
的
な

内
容

・
添

付
図

書
等

（
注

意
）

変
更

内
容

は
、
該
当
す
る

も
の
全
て

に
チ

ェ
ッ
ク
を
す

る
こ
と
と
し
、

チ
ェ
ッ
ク
を
し

た
事
項

に
つ

い
て
は

、
具
体
的
な
変

更
内
容
を
記
載

し
た

上
で
、
変

更
内

容
を
示
す

図
書

を
添
付
し

て
く

だ
さ

い
。

（
日

本
産
業

規
格

Ａ
列
４

番
）

（
第
三
面

）

［
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
に
関
す
る
基
準
に
係
る
変
更

］

・
変
更
内
容

□
暖
房
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
冷
房
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
全
般
換
気
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
照
明
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

□
給
湯
設
備

変
更
内
容
記
入
欄

・
添
付
図
書
等

（
注
意

）

変
更
と
な
る
設
備
は
、
該
当
す
る
も
の
全
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、

チ
ェ
ッ

ク
を
し

た
設
備
に
つ
い
て
は
、
変
更
内
容
記
入
欄
に
概
要
を
、
第
三
面
別
紙
に
必
要
事
項

を
記
入

し
た
上

で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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（
第

五
面
）

［
Ｂ

一
定
範
囲
内
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
を
低
下
さ
せ
る
変
更

］

・
変
更
前
の

Ｂ
Ｅ
Ｉ

＝
（

）
≦

・
変
更
内
容

次
の
①
又
は
②
に
該
当
す
る
変
更

□
①

床
面
積

主
た
る
居
室
、
そ
の
他
の
居
室
又
は
非
居
室
の
床
面
積
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

％
を
超

え
な
い

増
減

・
変
更
前
の

値
＝
（

）
≦
（

）
×

、

変
更
前
の
η

値
＝
（

）
≦
（

）
×

□
②

外
皮
に
係
る
変
更
で
以
下
の
い
ず
れ
か

□
開
口
部
の
面
積
増
加
分
が
外
皮
面
積
の
合
計
の

を
超
え
な

い
変

更
□

変
更
す
る
開
口
部
面
積
が
外
皮
面
積
の
合
計
の

を
超
え
な

い
場

合
の

断
熱

性

能
、
日
射
遮
蔽
性
能

若
し
く
は

そ
の
両
方
が
低
下
す
る
変
更
又
は

日
射

遮
蔽

部
材

を

な
く
す
変
更

□
変
更
す
る
外
皮
の
面
積
の
合
計
が
外
皮
面
積
の
合
計
の

を
超

え
な

い
場

合
の

開
口
部
以
外
の
外
皮
の
断
熱
性
能
が
低
下
す
る
変
更

□
基
礎
断
熱
の
基
礎
形
状
等
の
変
更

・
上
記
□
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
具
体
的
な
変
更
の
記
載
欄

・
添
付
図
書
等

（
注
意

）

変
更
内
容
は
、
該
当
す
る
も
の
全
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ

ク
を
し

た
事
項

に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
変
更
内
容
を
記
載
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書

を
添
付

し
て
く

だ
さ
い
。

（
日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

第
２

２
号

様
式

の
１

８
（

第
条

の
４

関
係

）

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能
確

保
計
画
に

係
る
軽
微

な
変
更
説

明
書

（
標
準

計
算

法
用

）

（
第

一
面

）

年
月

日

殿

申
請

者
氏
名

申
請

に
係

る
建

築
物
の
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
確

保
計
画
に

つ
い
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性

能
の

向
上

等
に
関
す

る
法
律
施

行
規
則
第

５
条
（
同
規
則

第
９

条
第

２
項

に
お
い
て

準
用
す
る

場

合
を

含
む

。
）

に
規

定
す
る
軽

微
な
変
更

が
あ
り
ま

し
た
の
で

、
報
告
し

ま
す
。

１
住

宅
の

名
称

２
住

宅
の

所
在

地

３
省

エ
ネ

適
合

性
判
定
年

月
日
・
番
号

４
変

更
の

内
容

□
Ａ

省
エ

ネ
性
能
等

を
向
上
さ

せ
る

又
は

当
該

性
能

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
変
更

□
Ｂ

一
定

範
囲
内

で
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費

性
能
を
低

下
さ
せ
る

変
更

□
Ｃ

再
計

算
に

よ
つ
て
基
準
適

合
が
明
ら
か
な

変
更

（
建
築
物

の
用
途
や
計

算
方
法
の
変
更

を
除
く

。
）

５
備

考

（
注

意
）

１
こ

の
説

明
書

は
、
完
了
検

査
申
請
の

際
に

、
申

請
に
係
る

建
築

物
の

建
築

物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能
確
保

計
画
に
軽

微
な
変
更

が
あ

つ
た

場
合
に

、
完
了
検
査

申
請
書
の

第
三
面
の

別
紙

と
し
て
添

付
し

て
く
だ

さ
い

。
２

「
４

変
更

の
内
容
」
に
お

い
て
、
Ａ
に
チ
ェ
ッ
ク
し
た
場
合
に
は

第
二
面

に
、
Ｂ

に
チ
ェ
ッ

ク
し
た
場

合
は

第
三
面
に
必
要
事
項

を
記

入

し
た
上

で
、
変

更
内
容
を

説
明
す
る

た
め

の
図
書
を
添
付
し
て

く
だ

さ

い
。
Ｃ
に

チ
ェ

ッ
ク
し
た

場
合
に
は

軽
微

変
更
該
当
証
明
書
及

び
そ

の
申

請
に

要
し
た

図
書
を
添

付
し
て
く

だ
さ
い
。

受
付

欄

（
日

本
産
業

規
格

Ａ
列
４

番
）
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（
第
三

面
）

［
Ｂ

一
定

範
囲

内
で
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

を
低
下
さ

せ
る
変
更

］

・
変

更
前

の
Ｂ
Ｅ

Ｉ
＝

（
≦

・
変

更
内

容

次
の

①
又

は
②
に
該

当
す
る
変

更

□
①

床
面

積

主
た

る
居

室
、
そ
の
他
の

居
室
又

は
非
居
室
の

床
面

積
に
つ

い
て
、
そ
れ

ぞ
れ

％
を
超

え
な
い

増
減

・
変

更
前

の
値

＝
（

）
≦

（
）

×
、

変
更

前
の

η
値
＝
（

）
≦

（
）
×

□
②

外
皮

に
係
る
変

更
で
以
下

の
い
ず
れ

か

□
開

口
部
の
面

積
増
加
分

が
外
皮
面

積
の
合
計

の
を
超

え
な

い
変

更
□

変
更

す
る
開

口
部
面
積

が
外
皮
面

積
の
合

計
の

を
超

え
な

い
場
合

の
断

熱
性

能
、
日

射
遮
蔽
性
能

若
し

く
は

そ
の
両

方
が
低

下
す
る
変

更
又

は
日
射
遮

蔽
部
材
を

な
く
す
変

更

□
変

更
す
る

外
皮
の
面

積
の
合
計

が
外
皮
面
積

の
合

計
の

を
超
え
な

い
場
合

の
開
口

部
以
外
の

外
皮
の
断

熱
性
能
が

低
下
す
る

変
更

□
基

礎
断

熱
の
基
礎

形
状
等
の

変
更

・
上

記
□

チ
ェ

ッ
ク
に

つ
い
て
具

体
的
な
変

更
の
記
載

欄

・
添

付
図

書
等

（
注

意
）

変
更

内
容

は
、
該
当

す
る
も
の
全
て

に
チ
ェ
ッ

ク
を
す
る

こ
と

と
し
、

チ
ェ
ッ
ク

を
し

た
事
項

に
つ

い
て
は

、
具
体
的

な
変
更
内
容

を
記
載
し
た
上

で
、
変

更
内
容
を
示

す
図
書
を

添
付

し
て
く

だ
さ

い
。

（
日

本
産
業

規
格

Ａ
列
４

番
）

（
第
二
面

）

［
Ａ

省
エ
ネ
性
能
等
を
向
上
さ
せ
る

又
は

当
該
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
変

更
］

・
変
更
内
容

次
の
①
か
ら
④

ま
で
に
該
当
す
る
変
更

□
①

外
皮
の
各
部
位
の
熱
貫
流
率
若
し
く
は

線
熱

貫
流
率

若
し
く
は

日
射
熱
取
得

率
が
増

加
し
な

い
変
更
（
外
皮
面
積
が
変
わ
ら
な
い
場
合
に
限
る
。
）

又
は

開
口
部
面
積
が

増
加
し

な
い
変

更

□
②

通
気
等
の
利
用
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
が
低
下
し
な
い
変
更

□
③

空
気
調
和
設
備
等
の
効
率
が
低
下
し
な
い
又
は
損
失
が
増
加
し
な
い
変
更
（

制
御
方

法
等
の

変
更
を
含
む
。
）

□
④

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
効
率
的
利
用
を
図
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
の
新
設
又
は

増
設

・
上
記
変
更
内
容
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
内
容

・
添
付
図
書
等

（
注
意

）

変
更
内
容
は
、
該
当
す
る
も
の
全
て
に
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
と
し
、
チ
ェ
ッ

ク
を
し

た
事
項

に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
変
更
内
容
を
記
載
し
た
上
で
、
変
更
内
容
を
示
す
図
書

を
添
付

し
て
く

だ
さ
い
。

（
日
本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）
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す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
五
号

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
年
東

京
都
規
則
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
二
項
中
「
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
」
を
「
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
」
に
改

め
、
「
の
審
査
」
の
下
に
「
又
は
建
築
物
の
計
画
（
建
築
基
準
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る

建
築
物
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
の
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物

が
構
造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級
建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の

に
限
る
。
）
が
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の

審
査
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
六
号

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
東

京
都
規
則
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第

十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
の
審
査
、
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
二

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
別
記
第
二

十
二
号
様
式
の
十
か
ら
第
二
十
二
号
様
式
の
十
二
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
四
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
九
号
イ
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第

十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

号
ニ
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「
第

十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ト
か
ら
リ
ま
で

を
削
り
、
同
号
ヌ
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
ヘ

と
し
、
同
号
ル
中
「
第
三
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
ト

と
し
、
同
号
ヲ
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同
号
チ
と

し
、
同
号
ワ
中
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ワ
を
同
号
リ
と

し
、
同
号
カ
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
カ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
ヨ
中

「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
三
条
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
タ
中
「
第
三
十
九

条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
タ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
レ
か
ら
ネ
ま
で
を
削
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
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条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
第
三
項
」
を

「
第
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条

第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
認
定
の
申
請
（
以
下
「
基
準
適
合
認
定
申
請
」
と

い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
基
準
適
合
認
定
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
が
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
基
準
に
、
そ
れ
ぞ
れ
」
及
び
「
こ
れ
ら
の
」
を
削
り
、
同
条
の
表
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を

「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
添
付
す
る
図
書
）
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
、
「
手
数
料
額
計
算
書
（
別
記
第
一
号

様
式
（
適
合
性
判
定
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
別
記
第
一
号
様
式
の
二
（
計
画
変
更
適
合
性
判
定
の
場

合
に
限
る
。
）
）
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

申
請
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準

に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類

イ　

住
宅
品
確
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
（
提
出
又
は
通
知
に
係
る

住
宅
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
に
適
合
す
る
住
宅
と
同
等
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
設
計
住
宅
性
能
評
価
に
限
る
。
以
下
「
設
計
住
宅
性
能
評

価
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
写
し

ロ　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
七
条

（
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
通
知
書
（
以
下

「
長
期
優
良
住
宅
認
定
通
知
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
写
し

ハ　

住
宅
品
確
法
第
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
旨
の
確
認
書
（
以

下
「
長
期
使
用
構
造
等
確
認
書
」
）
又
は
そ
の
写
し

ニ　

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八

十
六
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
通
知
書
（
以
下
「
低
炭
素
建
築
物
認
定
通

知
書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
写
し

ホ　

規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
通
知
書
（
以
下
「
性
能
向
上
計
画
認
定
通
知

書
」
と
い
う
。
）
又
は
そ
の
写
し

二　

手
数
料
額
計
算
書
（
別
記
第
一
号
様
式
（
適
合
性
判
定
の
場
合
に
限
る
。
）
又
は
別
記
第
一
号

様
式
の
二
（
計
画
変
更
適
合
性
判
定
の
場
合
に
限
る
。
）
）

第
七
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
、
「
必
要
」
を
「
不
要
」
に
、

「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
前
項
第
一
号
の
書
類
を
添
付
す
る
場
合
に
お
い
て
、
規
則
第
三
条
第
一
項

に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
知
事
が
不
要
と
認
め
る
図
書
」
に
改
め
、
同
項
各
号
及
び
同
条
第
三
項
を
削
り
、

同
条
第
四
項
中
「
別
表
三
の
部
三
の
款
㈠
の
項
及
び
四
の
款
㈠
の
項
」
を
「
別
表
三
の
部
二
の
款
㈠
の

項
及
び
三
の
款
㈠
の
項
」
に
、
「
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
八
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
の
認
定
申
請
に
添
付
す
る

図
書
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項

第
一
号
中
「
建
築
物
が
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
」
を
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向

上
計
画
が
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
」
に
改
め
、
「
の
い
ず
れ
か
」
を
削
り
、
同
号
ロ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ　

住
宅
品
確
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
写
し

第
八
条
第
一
項
第
一
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
別
記
第
三
号
様
式
」
を
「
別
記

第
一
号
様
式
の
三
（
計
画
認
定
申
請
（
別
記
第
一
号
様
式
の
四
に
係
る
申
請
を
除
く
。
）
の
場
合
に
限

る
。
）
、
別
記
第
一
号
様
式
の
四
（
複
数
建
築
物
に
係
る
計
画
認
定
申
請
の
場
合
に
限
る
。
）
、
別
記

第
二
号
様
式
（
計
画
変
更
認
定
申
請
（
別
記
第
二
号
様
式
の
二
に
係
る
申
請
を
除
く
。
）
の
場
合
に
限

る
。
）
又
は
別
記
第
二
号
様
式
の
二
（
複
数
建
築
物
に
係
る
計
画
変
更
認
定
申
請
の
場
合
に
限

る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第
二
十

三
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
別
表
三
の
部
」
の
下
に
「
四
の

款
㈠
の
項
及
び
」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二

項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条

第
二
項
」
に
、
「
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
」
を
「
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
の

審
査
」
の
下
に
「
又
は
建
築
物
の
計
画
（
建
築
基
準
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築
物
に

係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
の
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物
が
構
造
関
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係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級
建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
に
限

る
。
）
が
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審

査
」
を
加
え
る
。

第
十
条
中
「
第
三
十
五
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
を

「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
別
記
第
四
号
様
式
」
を
「
別
記
第
三
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
計
画
認
定
申
請
」
を
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
提

出
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
同
項
の
規
定
に
よ

る
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
第
六
号
様
式
」
を
「
別
記
第
五
号

様
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
別
記
第
五
号
様
式
」
を
「
別
記
第
四

号
様
式
の
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
又
は
変
更
後
の
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計

画
を
提
出
又
は
通
知
し
た
者
は
、
知
事
が
当
該
提
出
又
は
通
知
に
対
す
る
適
合
性
判
定
を
行
う
前
に
、

こ
れ
ら
の
提
出
又
は
通
知
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
取
下
げ
届
（
別
記
第
四
号
様
式
）
の

正
本
及
び
副
本
に
よ
り
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第

二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
別
記
第
七
号
様
式
」
を
「
別
記
第
六
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条

第
一
項
」
に
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
第
八
号
様
式
」
を

「
別
記
第
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
、
「
認
定
建
築
主
」
を
「
届
出
を
し
た
者
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
中
「
別
記
第
九
号
様
式
」
を
「
別
記
第
八
号
様
式
の

二
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
十
四
」
を
「
別
記
様
式
第
二
十
八
」
に
、
「
別
記
様
式
第
三
十
六
」
を

「
別
記
様
式
第
三
十
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加

え
る
。適

合
性
判
定
又
は
計
画
変
更
適
合
性
判
定
に
係
る
適
合
判
定
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
建
築
主
は
、

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
よ
る
建
築
物
の
建
築
を
取
り
や
め
る
と
き
は
、
建
築
取

り
や
め
届
（
別
記
第
八
号
様
式
）
の
正
本
及
び
副
本
に
、
規
則
別
記
様
式
第
三
又
は
規
則
別
記
様
式

第
十
三
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
を
添
付
し
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
第
一
号
中
「
別
記
第
十
号
様
式
」
を
「
別
記
第
九
号
様
式
」
に
、
同
条
第
二
号
中
「
別
記

第
十
一
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
見
出
し
中
「
特
定
建
築
物
等
に
係
る
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項

又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
」
を
「
別
記

第
十
号
様
式
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
第
三
十
九
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に
、
「
別
記
第
十
三
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十

一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
中
「
別
表
三
の
部
一
の
項
」
を
「
別
表
三
の
部
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
別
記
第
十
五
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
二
号
様
式
」
に
、
「
別
記
第
十
六
号
様
式
」
を

「
別
記
第
十
三
号
様
式
」
に
、
「
第
一
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
別
記
第
十
七
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

手
数
料
条
例
別
表
三
の
部
六
の
款
㈠
の
項
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。

一　

設
計
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
そ
の
写
し

二　

長
期
優
良
住
宅
認
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

三　

長
期
使
用
構
造
等
確
認
書
又
は
そ
の
写
し

四　

低
炭
素
建
築
物
認
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

五　

性
能
向
上
計
画
認
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し

第
十
九
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
八
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
五

条
」
に
、
「
別
記
第
十
八
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
五
号
様
式
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
を

「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
第
十
九
号
様
式
」
を
「
別
記
第
十
六
号
様

式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
二
号
様
式
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
１

号
様

式
（
第

７
条

関
係

）

適
合

性
判

定

手
数

料
額

計
算
書

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
１

項
又

は
第

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性
判

定
）

１
建
築

物
の
用

途

（
該

当
す

る
□
に

レ
を

記
入

）

□
一
戸

建
て
住

宅
□

一
戸
建

て
住
宅

以
外

の
住

宅

□
工
場

等
の
み

□
工

場
等

の
み
の

場
合

以
外

の
非

住
宅

２
計
画

の
評
価

方
法

（
該

当
す

る
□
に

レ
を

記
入

）

住
宅

部
分

：

□
仕
様

基
準

□
仕

様
・
計

算
併

用
法

□
標

準
計
算

法

非
住

宅
部

分
：

□
モ
デ

ル
建
物

法
□

標
準

入
力

法
等

３
手
数

料
額

の
計
算

計
画

の
種

類

（
該

当
す

る
□
に

レ
を

記
入

）
適
合

証
等

が
あ
る

場
合

適
合

証
等

が
な
い

場
合

□
一
戸

建
て

住
宅

別
表

三
二

の
㈠

の
⑴

円

別
表

三
二

の
㈡

の
⑴

円

□
一

戸
建

て
住

宅

以
外

の

建
築

物

住
宅

部
分

の

床
面

積
の

合

計

別
表

三
二

の
㈠

の
⑵

の
イ

円

別
表

三
二

の
㈡

の
⑵

の
イ

円

住
戸

の
数

が

一
で

あ
る

複

合
建

築
物

の

住
宅

部
分

の

床
面

積

別
表

三
二

の
㈠

の
⑴

円

別
表

三
二

の
㈡

の
⑴

円

工
場

等
の

み

の
場

合
の

床

面
積

の
合

計

別
表

三
二

の
㈡

の
⑵

の
ロ

円

非
住

宅
部

分

の
床

面
積

の

合
計

別
表

三
二

の
㈠

の
⑵

の
ロ

円

別
表

三
二

の
㈡

の
⑵

の
ハ

円

計
＋

又
は

＋

円

＋
、

＋

又
は

＋

円

合
計

円

（
注

意
）

１
「
適

合
証

等
」
と

は
、
東
京

都
建

築
物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向
上

等
に

関
す

る
法

律
施

行
細
則

第
７

条
第

１
項

第
１
号

に
規

定
す

る
図

書
を

い
う
。

２
「

別
表
」

と
は

、
東

京
都

都
市

整
備
局

関
係

手
数

料
条

例
別

表
を

指
す
。

３
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
が

記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

の
他

の
建

築
物

に
お

け
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

の
手

数
料

に
つ

い
て

、
計

画
の

評
価

の
方

法
が

当
該

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

と
同

様
の

評
価

の
方

法
に

よ
り

行
う

場
合
の

手
数

料
の

額
は

、
工

場
等
の

み
の

場
合

と
同

額
と

す
る

。

４
国

土
交

通
大

臣
が

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
を

適
切

に
評

価
で

き
る

方
法

と
認

め
る

方
法

に
よ

り
評

価
す

る
場

合
の

手
数
料

の
額

は
、

標
準

入
力

法
等
に

よ
る

評
価

方
法

と
み

な
し

て
計
算

し
た

額
と

す
る

。

（
日

本
産

業
規
格

Ａ
列

４
番

）

第
１

号
様

式
の
２

（
第

７
条

関
係

）

計
画

変
更

適
合
性

判
定

手
数

料
額

計
算
書

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
２

項
又

は
第

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
適

合
性

判
定

）

１
建
築

物
の
用

途

（
該

当
す

る
□
に

レ
を

記
入

）

□
一
戸

建
て
住

宅
□

一
戸
建

て
住
宅

以
外

の
住

宅

□
工
場

等
の
み

□
工

場
等

の
み
の

場
合

以
外

の
非

住
宅

２
計
画

の
評
価

方
法

（
該

当
す

る
□
に

レ
を

記
入

）

住
宅

部
分

：

□
仕
様

基
準

□
仕

様
・
計

算
併

用
法

□
標

準
計
算

法

非
住

宅
部

分
：

□
モ
デ

ル
建
物

法
□

標
準

入
力

法
等

３
手
数

料
額

の
計
算

計
画

の
種

類

（
該

当
す

る
□
に

レ
を

記
入

）
適
合

証
等

が
あ
る

場
合

適
合

証
等

が
な
い

場
合

□
一
戸

建
て

住
宅

別
表

三
三

の
㈠

の
⑴円

別
表

三
三

の
㈡

の
⑴円

□
一

戸
建

て
住

宅

以
外

の

建
築

物

住
宅

部
分

の

床
面

積
の

合

計

別
表

三
三

の
㈠

の
⑵

の
イ

円

別
表

三
三

の
㈡

の
⑵

の
イ

円

住
戸

の
数

が

一
で

あ
る

複

合
建

築
物

の

住
宅

部
分

の

床
面

積

別
表

三
三

の
㈠

の
⑴円

別
表

三
三

の
㈡

の
⑴円

工
場

等
の

み

の
場

合
の

床

面
積

の
合

計

別
表

三
三

の
㈡

の
⑵

の
ロ

円

非
住

宅
部

分

の
床

面
積

の

合
計

別
表

三
三

の
㈠

の
⑵

の
ロ

円

別
表

三
三

の
㈡

の
⑵

の
ハ

円

計

＋

又
は

＋

円

＋
、

＋

又
は

＋

円

合
計

円

（
注

意
）

１
「
適

合
証

等
」
と

は
、
東
京

都
建

築
物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向
上

等
に

関
す

る
法

律
施

行
細
則

第
７

条
第

１
項

第
１
号

に
規

定
す

る
図

書
を

い
う
。

２
「

別
表
」

と
は

、
東

京
都

都
市

整
備
局

関
係

手
数

料
条

例
別

表
を

指
す
。

３
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
事

項
が

記

載
さ

れ
て

い
る

場
合

の
他

の
建

築
物

に
お

け
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

の
手

数
料

に
つ

い
て

、
計

画
の

評
価

の
方

法
が

当
該

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

向
上

計
画

と
同

様
の

評
価

の
方

法
に

よ
り

行
う

場
合
の

手
数

料
の

額
は

、
工

場
等
の

み
の

場
合

と
同

額
と

す
る
。

４
国

土
交

通
大

臣
が

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
を

適
切

に
評

価
で

き
る

方
法

と
認

め
る

方
法

に
よ

り
評

価
す

る
場

合
の

手
数
料

の
額

は
、

標
準

入
力

法
等
に

よ
る

評
価

方
法

と
み

な
し
て

計
算

し
た

額
と

す
る

。

（
日

本
産

業
規
格

Ａ
列

４
番

）
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第
１
号
様
式
の
３

第
７
条
関
係

計
画
認
定
申
請

手
数
料
額
計
算
書

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
）

１
申
請
の
対
象
と
す
る
範
囲

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

□
建
築
物
全
体

□
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

□
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

２
計
画
の
評
価
方
法

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

３
手
数
料
額
の
計
算

申
請
の
種
類
（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

適
合

証
等

が
あ

る
場

合
適

合
証

等
が

な
い

場
合

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

□
一

戸
建

て

住
宅

以
外

の
建
築
物

住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合

計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸
の
数
が

一
で
あ
る
複

合
建
築
物
の

住
宅
部
分

の

床
面
積

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

非
住
宅
部
分

の
床
面
積
の

合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

合
計

円

注
意

１
「
適
合
証
等

」
と
は
、
申
請
に
係
る
建
築

物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向

上
計
画
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
を
示
す
登
録

建

築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等
が
作
成
し
た
書
類
を
い
う
。

２
「
別
表
」
と
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
を
指
す
。

３
申
請
に
併
せ
て
、

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
第

条
第
２

項
の
規
定
に

基
づ
く
申
出
を
す
る
場
合
は
、
上
記
合
計
に
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
に
定
め
る
額
を
加
え
る
。

４
国
土
交
通
大

臣
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

を
適
切
に
評
価
で
き
る
方
法

と
認
め
る
方
法
に
よ
り
評
価

す
る

場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

第
１
号
様
式
の
４
（
第
７
条
関
係

）

計
画
認
定
申
請

手
数
料
額
計
算
書

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
）

１
申
請
の
対
象
と
す
る
範
囲

建
築
物
全
体

（
複
数
建
築
物
の
認
定
）

２
計
画
の
評
価
方
法

住
宅
部
分
：

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

□
誘
導
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

３
手
数
料
額
の
計
算

申
請
の
種
類
（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

適
合

証
等

が
あ

る
場

合
適

合
証

等
が

な
い

場
合

申
請

建
築

物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

□一戸建て住宅以外の建築物

住
宅
部
分
の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸
の

数
が
一

で
あ
る
複
合
建

築
物
の
住
宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

非
住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他
の

建
築

物

合
計

円
円

合
計

円

（
注
意
）

１
「
適
合
証
等
」
と
は
、
申
請
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
示

す
登

録

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等
が
作
成
し
た
書
類
を
い
う
。

２
「
別
表
」
と
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
を
指
す
。

３
申
請
に
併
せ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項
の
規
定
に

基
づ

く
申

出
を

す
る

場
合

は
、

上
記

合
計

に
東

京
都

都
市

整
備

局
関

係
手

数
料

条
例

に
定

め
る

額
を

加
え

る
。

４
国

土
交

通
大

臣
が

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
を

適
切

に
評

価
で

き
る

方
法

と
認

め
る

方
法

に
よ

り
評

価
す

る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

５
金
額

及
び

に
は
、
別
紙
の
他
の
建
築
物
の
手
数
料
合
計
額
を
記
入
す
る
。

６
本
様
式
に
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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第

２
号
様

式
（

第
７

条
関

係
）

計
画

変
更

認
定

申
請

手
数

料
額

計
算

書

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

条
第

項
の
規

定
に
よ

る
申
請

）

申
請

の
対

象
と

す
る

範
囲

（
該

当
す

る
□

に
レ

を
記

入
）

□
建
築

物
全

体

□
複
合

建
築

物
の

非
住

宅
部

分

□
複
合

建
築

物
の

住
宅

部
分

２
計
画

の
評

価
方

法

（
該

当
す

る
□

に
レ

を
記

入
）

住
宅

部
分

：

□
誘
導

仕
様

基
準

□
仕
様

・
計

算
併

用
法

□
標
準

計
算

法

非
住

宅
部

分
：

□
モ
デ

ル
建

物
法

□
標
準

入
力

法
等

手
数

料
額

の
計

算

申
請

の
種

類
（
該

当
す

る
□
に

レ
を
記

入
適

合
証

等
が

あ
る

場
合

適
合

証
等

が
な

い
場

合

□
一

戸
建

て
住

宅
別

表
三

五
の

㈠
の

⑴円

別
表

三
五
の

㈡
の

⑴

円

□
一

戸
建

て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅

部
分

の

床
面

積
の

合

計

別
表

三
五
の

㈠
の

⑵
の

イ

円

別
表

三
五
の

㈡
の

⑵
の

イ

円

住
戸

の
数

が

一
で

あ
る

複

合
建

築
物

の

住
宅

部
分

の

床
面

積

別
表

三
五
の

㈠
の
⑴円

別
表

三
五
の

㈡
の

⑴

円

非
住

宅
部

分

の
床

面
積

の

合
計

別
表

三
五
の

㈠
の

⑵
の

ロ

円

別
表

三
五
の

㈡
の

⑵
の

ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

合
計

円

（
注

意
）

１
「

適
合

証
等

」
と

は
、
申

請
に

係
る

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー
消

費
性

能
向

上
計

画
が

建
築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
示

す
登

録

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

判
定
機

関
等

が
作

成
し

た
書

類
を
い

う
。

２
「

別
表

」
と

は
、

東
京

都
都
市

整
備

局
関

係
手

数
料

条
例
別

表
を

指
す

。

３
申

請
に

併
せ

て
、
建
築

物
の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

条
第

２
項

の
規

定
に

お
い

て
準

用
す

る
第

条
第
２

項
の
規

定
に

基
づ

く
申

出
を

す
る
場

合
は

、
上

記
合

計
に

東
京
都

都
市

整
備

局
関

係
手

数
料

条
例

に
定

め
る

額
を
加

え
る

。

４
国

土
交

通
大

臣
が

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
を

適
切

に
評

価
で

き
る

方
法

と
認

め
る

方
法

に
よ

り
評

価
す

る
場

合
の

手
数

料
の

額
は

、
標

準
入
力

法
等

に
よ

る
評

価
方

法
と
み

な
し

て
計

算
し

た
額

と
す
る

。

（
日

本
産

業
規

格
Ａ

列
４

番
）

別
紙

手
数
料
額
計
算
書
（

他
の
建
築
物
）

手
数
料
額
の
計
算

申
請
の
種
類
（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

適
合

証
等

が
あ

る
場

合
適

合
証

等
が

な
い

場
合

他の建築物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

□
一

戸

建
て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅
部
分
の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸
の
数
が
一

で
あ
る
複
合
建

築
物
の
住
宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

非
住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他の建築物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

□
一

戸

建
て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅
部
分
の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸
の
数
が
一

で
あ
る
複
合
建

築
物
の
住
宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

非
住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他の建築物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

□
一

戸

建
て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅
部
分
の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸
の
数
が
一

で
あ
る
複
合
建

築
物
の
住
宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

四
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑴

円

非
住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

四
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

四
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他の建築物

合
計

円
円

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
紙

手
数
料
額
計
算
書
（

他
の
建
築
物
）

手
数
料
額
の
計
算

適
合

証
等

が
あ

る
場

合
適

合
証

等
が

な
い

場
合

他の建築物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

□
一
戸

建
て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅

部
分

の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸

の
数

が
一

で
あ

る
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

非
住

宅
部

分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他の建築物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

□
一
戸

建
て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅

部
分

の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸

の
数

が
一

で
あ

る
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

非
住

宅
部

分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他の建築物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

□
一
戸

建
て

住
宅

以
外

の
建

築
物

住
宅

部
分

の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸

の
数

が
一

で
あ

る
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

非
住

宅
部

分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他の建築物

合
計

円
円

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）

第
２
号
様
式
の
２
（
第
７
条
関
係

）

計
画
変
更
認
定
申
請

手
数
料
額
計
算
書

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

第
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
）

１
申
請
の
対
象
と
す
る
範
囲

建
築
物
全
体

（
複
数
建
築
物
の
認
定
）

２
計
画
の
評
価
方
法

住
宅
部
分
：

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

□
誘
導
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

３
手
数
料
額
の
計
算

適
合

証
等

が
あ

る
場

合
適

合
証

等
が

な
い

場
合

申
請

建
築

物

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

□一戸建て住宅以外の建築物

住
宅

部
分

の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸

の
数

が
一

で
あ

る
複

合
建

築
物

の
住

宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

五
の
㈠
の
⑴円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑴円

非
住

宅
部

分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

五
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

五
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

他
の

建
築

物

合
計

円
円

合
計

円

（
注
意
）

１
「
適
合
証
等
」
と
は
、
申
請
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
が
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
基

準
に

適
合

す
る

こ
と

を
示

す
登

録

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
等
が
作
成
し
た
書
類
を
い
う
。

２
「
別
表
」
と
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
を
指
す
。

３
申
請
に
併
せ
て
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項
の
規
定
に

お
い

て
準

用
す

る
第

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
申

出
を

す
る

場
合

は
、

上
記

合
計

に
東

京
都

都
市

整

備
局
関
係
手
数
料
条
例
に
定
め
る
額
を
加
え
る
。

４
国

土
交

通
大

臣
が

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
を

適
切

に
評

価
で

き
る

方
法

と
認

め
る

方
法

に
よ

り
評

価
す

る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
標
準
入
力
法
等
に
よ
る
評
価
方
法
と
み
な
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

５
金
額

及
び

に
は
、
別
紙
の
他
の
建
築
物
の
手
数
料
合
計
額
を
記
入
す
る
。

６
本
様
式
に
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
三
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「第

35条
第
２
項

」
を
「第

30条
第
２
項

」
に
、
「第

36条
第
２
項

」
を
「第

31条
第
２
項

」
に
、
「第

35条
第
３
項

」
を
「第

30条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
号
様

式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
４
号
様
式
（
第

条
関
係
）

取
下

げ
届

年
月

日

東
京
都
知
事

殿

申
請

者
の

住
所

又
は

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

下
記
の
計
画
を
取
り
下
げ
た
い
の
で
、
東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
受
付
番
号

第
号

２
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
確
保
計
画
の
受
付
年
月
日

年
月

日

３
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
の
位
置

４
取
下
げ
の
理
由

（
本
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

受
付

欄
通

知
書

番
号

欄

年
月

日
年

月
日

第
号

第
号

担
当
氏
名

担
当

氏
名

（
注
意
）

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
五
号
様
式
中
「第

11条
第
１
項

」
を
「第

11条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
四
号

様
式
の
二
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「第

11条
第
２
項

」
を
「第

11条
第
３
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
五
号

様
式
と
す
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中
「第

35条
第
１
項

」
を
「第

30条
第
１
項

」
に
、
「第

36条
第
２
項

」
を
「第

31条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「第

37条

」
を
「第

32条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
し
、
同

様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
８
号
様
式
（
第

条
関
係
）

建
築

取
り

や
め

届

年
月

日

東
京
都
知
事

殿

建
築

主
の

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

建
築
主
の
氏
名
又
は
名
称

建
築

物
エ

ネ
ル
ギ

ー
消
費
性

能
確

保
計

画
に
基

づ
く
建
築

物
の

建
築

を
取
り

や
め
た
い

の
で

、
東

京

都
建

築
物
の

エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関
す

る
法

律
施

行
細

則
第

条
第

１
項

の
規

定
に

よ

り
届
け
出
ま
す
。

記

１
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
適
合
性
判
定
通
知
書
番
号

第
号

２
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
適
合
判
定
通
知
書

年
月
日

年
月

日

３
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
に
係
る
建
築
物
の
位
置

（
本
欄
に
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
）

受
付

欄
通

知
書

番
号

欄

年
月

日
年

月
日

第
号

第
号

担
当
氏
名

担
当
氏
名

（
注
意
）

建
築
主
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
を
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
九
号
様
式
中
「第

14条
第
１
項

」
を
「第

14条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
八
号

様
式
の
二
と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
を
別
記
第
九
号
様
式
と
し
、
別
記
第
十
一
号
様
式
を
別
記
第
十
号
様
式
と
し
、
別

記
第
十
一
号
様
式
の
二
を
別
記
第
十
号
様
式
の
二
と
し
、
別
記
第
十
二
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「第

39条

」
を
「第

34条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
一
号
様
式
と
す

る
。別

記
第
十
四
号
様
式
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
号
様
式
（
第

条
関
係
）

軽
微
変
更
証
明

手
数
料
額
計
算
書

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

条
の
規
定
に
よ
る

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
確
保
計
画
の
変
更
が
軽
微
な
変
更
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
の
証
明

）

１
建
築
物
の
用
途

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

□
一
戸
建
て
住
宅

□
一
戸
建
て
住
宅
以
外
の
住
宅

□
工
場
等
の
み

□
工
場
等
の
み
の
場
合
以
外
の
非
住
宅

２
計
画
の
評
価
方
法

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

住
宅
部
分
：

□
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

３
手
数
料
額
の
計
算

計
画
の
種
類

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

適
合
証
等
が
あ
る
場
合

適
合
証
等
が
な
い
場
合

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
三

六
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

六
の
㈡
の
⑴

円

□
一
戸

建
て
住

宅
以
外

の
建
築

物

住
宅
部
分
の
床

面
積
の
合
計

別
表
三

六
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
三

六
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸
の
数
が
一

で
あ
る
複
合
建

築
物
の
住
宅
部

分
の
床
面
積

別
表
三

六
の
㈠
の
⑴

円

別
表
三

六
の
㈡
の
⑴

円

工
場
等
の
み
の

場
合
の
床
面
積

の
合
計

別
表
三

六
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

非
住
宅
部
分
の

床
面
積
の
合
計

別
表
三

六
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
三

六
の
㈡
の
⑵
の
ハ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
、

＋

又
は

＋

円

合
計

円

（
注
意
）

１
「
適
合
証
等
」
と
は
、
東
京
都
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第

条
第
４
項
各
号
に
規
定
す
る
図
書
を
い
う
。

２
「
別
表
」
と
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
を
指
す
。

（
日
本
産

業
規
格
Ａ
列
４
番
）
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別
記
第
十
五
号
様
式
を
別
記
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「第

19条

」
を
「第

18条

」
に
、
「第

11条

」
を
「第

13条

」
に
改
め
、

「
（非

住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
「第

３
条

」
を
「第

５
条

」
に
、
「第

７
条

第
２
項

」
を
「第

９
条
第
２
項

」
に
、
「第

１
条
第
１
項

」
を
「第

３
条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式

を
別
記
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「第

19条

」
を
「第

18条

」
に
、
「第

11条

」
を
「第

13条

」
に
改
め
、

「
（非

住
宅
部
分
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
」
を
削
り
、
「第

３
条

」
を
「第

５
条

」
に
、
「第

７
条

第
２
項

」
を
「第

９
条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
四
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「第

20条
」
を
「第

19条

」
に
、
「第

29条

」
を
「第

28条

」
に
、
「第
26

条

」
を
「第

25条

」
に
、
「第

23条
第
１
項

」
を
「第

20条
第
１
項

」
に
、
「別

記
様
式
第
33

」
を

「別
記
様
式
第
27

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
五
号
様
式
と
す
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「第

20条

」
を
「第

19条
」
に
、
「第

29条

」
を
「第
28条

」
に
、
「第

26

条

」
を
「第

25条

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
六
号
様
式
と
す
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
四
号
様
式
か
ら
第
十
一
号
様
式
の
二
ま
で
、
第
十
三
号

様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
九
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所

要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
七
号

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
五

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
」
を
「
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
の
審
査
」
の
下
に
「
又
は
建
築
物
の
計
画
（
建
築
基
準
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築

物
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
の
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物
が
構

造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級
建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
に
限

る
。
）
が
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審

査
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
２
号
様
式

第
６
条
関
係

変
更

認
定

申
請

手
数
料
額
計
算
書

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

１
申
請
の
対
象
と
す
る
範
囲

該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入

□
建
築
物
全
体

□
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

□
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

２
計
画
の
評
価
方
法

該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入

住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

３
手
数
料
額
の
計
算

申
請
の
種
類

該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入

適
合
証
が
あ
る
場
合

適
合
証
が
な
い
場
合

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
二

二
の
㈠
の
⑴

円

別
表
二

二
の
㈡
の
⑴

円

□
一

戸
建

て
住

宅
以

外
の

建

築
物

住
宅

部
分

の

床
面

積
の

合

計

別
表
二

二
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
二

二
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸

の
数

が

一
で

あ
る

複

合
建

築
物

の

住
宅

部
分

の

床
面
積

別
表
二

二
の
㈠
の
⑴

円

別
表
二

二
の
㈡
の
⑴

円

非
住

宅
部

分

の
床

面
積

の

合
計

別
表
二

二
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
二

二
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

合
計

円

注
意

１
「
適
合
証
」
と
は
、
申
請
に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
が
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
各
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
適
合
性
確
認
機
関
が
作
成
し
た
書
類
を
い
う
。

２
「
別
表
」
と
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
を
指
す
。

３
申
請
に
併
せ
て
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第

条
第
２
項
の
規
定

に
基
づ
く
申
出
を
す
る
場
合
は
、
上
記
合
計
に
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
に
定
め
る
額
を
加
え
る
。
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別
記

第
１
号
様
式

第
６
条
関
係

認
定

申
請

手
数
料
額
計
算
書

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

１
申
請
の
対
象
と
す
る
範
囲

該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入

□
建
築
物
全
体

□
複
合
建
築
物
の
非
住
宅
部
分

□
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分

２
計
画
の
評
価
方
法

該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入

住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
仕
様
・
計
算
併
用
法

□
標
準
計
算
法

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

３
手
数
料
額
の
計
算

申
請
の
種
類

該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入

適
合
証
が
あ
る
場
合

適
合
証
が
な
い
場
合

□
一
戸
建
て
住
宅

別
表
二

一
の
㈠
の
⑴

円

別
表
二

一
の
㈡
の
⑴

円

□
一

戸
建

て
住

宅
以

外
の

建

築
物

住
宅

部
分

の

床
面

積
の

合

計

別
表
二

一
の
㈠
の
⑵
の
イ

円

別
表
二

一
の
㈡
の
⑵
の
イ

円

住
戸

の
数

が

一
で

あ
る

複

合
建

築
物

の

住
宅

部
分

の

床
面
積

別
表
二

一
の
㈠
の
⑴

円

別
表
二

一
の
㈡
の
⑴

円

非
住

宅
部

分

の
床

面
積

の

合
計

別
表
二

一
の
㈠
の
⑵
の
ロ

円

別
表
二

一
の
㈡
の
⑵
の
ロ

円

計

＋
又
は

＋

円

＋
又
は

＋

円

合
計

円

注
意

１
「
適
合
証
」
と
は
、
申
請
に
係
る
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
が
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
１
項
各
号

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
示
す
適
合
性
確
認
機
関
が
作
成
し
た
書
類
を
い
う
。

２
「
別
表
」
と
は
、
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
別
表
を
指
す
。

３
申
請
に
併
せ
て
、
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
を
す
る
場
合
は
、
上
記
合
計

に
東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条
例
に
定
め
る
額
を
加
え
る
。
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附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
九
十
八
号

東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第

九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
特
定
構
造
計
算
基
準
又
は
」
を
「
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
の
審
査
」
の
下
に
「
又
は
建
築
物
の
計
画
（
建
築
基
準
法
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
建
築

物
に
係
る
も
の
の
う
ち
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士
の
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
又
は
当
該
建
築
物
が
構

造
関
係
規
定
に
適
合
す
る
こ
と
を
構
造
設
計
一
級
建
築
士
が
確
認
し
た
構
造
設
計
に
基
づ
く
も
の
に
限

る
。
）
が
特
定
構
造
計
算
基
準
若
し
く
は
特
定
増
改
築
構
造
計
算
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
の
審

査
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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